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は じ め に

日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。

ＪＡ秋田やまもとは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対す

るご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容

などについて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスクロージャー誌「２０１８ＪＡが

よくわかる本」を作成いたしました。

皆さまが当ＪＡの事業を安心してご利用いただくための一助として、是非ご一読いただ

きますようお願い申し上げます。

今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成３０年７月 秋田やまもと農業協同組合

（注）本冊子は、農業協同組合法第５４条の３に基づいて作成したディスクロージャー誌です。

ＪＡのプロフィール

◇設 立 平成１１年１月

◇本店所在地 山本郡三種町鹿渡

◇出 資 金 ２３億円

◇総 資 産 ４３２億円

◇単体自己資本比率 １５．７５％

◇組 合 員 数 ７，７２６人

◇役 員 数 ２１人

◇職員数（正・契約） １２２人

◇支 店 数 ３

◇営農（資材）センター数 ２
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ご あ い さ つ

農協改革が求められる中、２９年度事業も無事に終えることができました。

ＪＡの事業運営に対する、皆様のご理解とご協力の賜物と感謝をいたします。

当期剰余金については、前年比４６百万円増の２０５百万円、財務の健全性を

示す自己資本比率については０．３８％増の１５．７５％となりました。詳しい事業

内容については後記のとおりとなっており、今後も自己資本の増強に取り組

んでまいります。

今年度から、政府による生産調整の見直しが行われ、米の作付けが全国的に増えております。売り

先が未定のＪＡも多いとのことで、農林水産省からの聞き取りも行われております。当ＪＡにおいて

は、取引先業者と長年に渡り築いてきた信頼関係のもと、全量売り先を確保しており、今以上の取引

増大の要請も受けております。米の産地化に向けた作付け誘導をはかりながら、主食用米を主体とし

た「需要に応じた米づくり」に積極的に取り組み、地域の活性化、農業所得の増大に努めてまいります。

また、剰余金処分については、今回新たに２億円を目標額とする園芸振興積立金を創設いたしまし

た。国庫事業及び県単事業を活用し、園芸メガ団地等へ取組む生産者が、新たに必要とする施設・機

械設備・資材等の導入を支援するものであります。特に若手農業者の皆様には、自らが目指す営農ビ

ジョンに前向きに取り組んでいただきたいと考えております。

今後の地域農業を維持・発展させていくためには、稲作のみならず園芸作物の拡大が重要となりま

す。面積拡大や園芸メガ団地構想への参加意欲のある農業者には、全面的な支援も考えております。

また、菌床しいたけ事業がメガ団地としての認定を受け、今後は三種町、八峰町で小規模のサテライ

ト方式で事業に取り組むことができるようになりました。ＪＡで方向性を示しながら取り組んで行き

たいと考えております。

ＪＡ事業は今後も管内人口の減少、正組合員の減少等により地域的な事業量の減少は避けられない

状況にあります。今年度、皆様のご協力を得ながら、共済事業の見直し、営農経済事業の機構改革、

ＪＡンビニ営業時間の変更等、改革を進めております。皆様のさらなる後押しをいただきながら、内

部留保の充実を図り健全経営に努め、皆様にとって有益な事業への還元に努めてまいります。

ここに、ディスクロージャー誌「ＪＡがよくわかる本」を作成し、当ＪＡの業務内容、活動状況を

ご紹介いたします。今後ともより一層の経営努力を積み重ね、皆様の負託に応えるよう誠心誠意取り

組んでまいりますので、組合員や地域の皆様のこれまで以上のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

平成３０年８月

秋田やまもと農業協同組合

代表理事組合長 米 森 萬壽美
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１．経 営 理 念

私たち「ＪＡ秋田やまもと」は、組合員と地域住民の目線に立ち、魅力ある農業と豊かな地域

社会、環境づくりに貢献します。

１．施設機能並びに相談機能を充実し、総合事業性を発揮します。

２．安心・安全な農産物の提供と、地域農業の振興を図ります。

３．「食」と「農」の連携を軸とした地域活性化と食農教育活動を展開します。

４．地域との共生を目指し、ＪＡ運営への参画を促進します。

２．経 営 方 針

政府は、昨年、日欧ＥＰＡ交渉を（経済連携協定）妥結、今年に入っては米国が離脱したＴＰＰ１１

を大筋で合意した。今後、自由貿易協定で日本の農業分野が不利益を被らないよう注視しながら、Ｊ

Ａグループが一体となって「農業競争力強化」に取り組んでいかなければならない。

また、半世紀近く続いた「米の生産調整」は、国の生産数量目標の配分がなくなり、地域農業再生協

議会による「生産の目安」に制度が変更になる。

基幹作物である米の安定した所得を確保するため、長年培ってきた米卸との信頼関係をもとに、

「需要に応じた米づくり」の体制を築き、米産地の土台づくりに取り組む。併せて、「琴丘４号カン

トリー」増設工事が完了し、今秋から稼動することから、作業の効率化に向けて受け入れ体制を整備

していく。

米以外の園芸作物については、生産額の拡大に向けて、引き続き「新規・増反分種子助成」と「堆

肥購入助成」を継続しながら生産基盤の確立に取り組む。また、意欲のある「新規就農者」を全面的

に支援し、県が進める「園芸メガ団地」事業を活用した団地構想を検討する。

「菌床しいたけ」については、「おがる八峰しいたけ」事業により、「培養工場」「栽培実習棟」「パッ

ク詰めライン」が完成稼働している。目標とする３１年度１０億円販売高達成に向けて、県の「しいたけ

三冠王」の推進と並行し、行政と一体となりながら一大産地形成に取り組む。

経済事業については、県内で初めてＣＳ改善プログラムを導入、農業所得増大の一環として大型規

格の農薬や肥料のさらなる普及拡大、大口注文に対応した「担い手直行配送」を推進し、生産資材コ

スト低減に取り組む。石油事業は「住民拠点ＳＳ」に指定された八竜セルフＳＳを中心に燃料供給体

制の維持と価格の安定化、八森給油所に最新鋭洗車機の設置等でサービスの向上を目指す。

金融事業を取り巻く環境は、日銀の「マイナス金利政策」の継続、他金融機関との競合激化で収支

均衡が厳しい状況下で、更なるコスト削減が余儀なくされ、店舗機能の見直し等が求められている。

今後、「農業メインバンク」「生活メインバンク」として、地域の身近な金融機関としての位置付けを

確立していく。

共済事業は、少子高齢化時代で保有契約高が、年々減少傾向にある中で、「３Ｑ訪問」を重点に置

き、情報伝達と聞き取りを繰り返しながら、お客様が必要とする商品を提案していく。また、全店舗

に「ＣＳ改善プログラム」を導入して３年目に入り、「自ら考え行動する」ことをモットーに、顧客

から「選ばれる店舗づくり」に引き続き取り組む。

山本地区ＪＡ合併については、平成２７年３月に合併研究会を立ち上げ、２年後に合併推進協議会に

移行した。その間「合併基本構想」「農業振興方策」を示し、「財務確認調査」「３カ年事業・収支計
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画」等を協議してきたが、新ＪＡ合併効果を具体的に組合員へ提示するには至っておらず、当初の合

併基準日を延期し、合併メリットが実感できる新ＪＡの組織づくりを継続協議していく。検討経過に

ついては、集落座談会等の機会あるごとに組合員へお繋ぎし、ご意見を拝聴しながら慎重に進めてい

く。

今年度は、中期３カ年計画の最終年度であり、政府が求める「農協改革集中推進期間」の最終年次

である。組合員から利用され頼られ、「なくてはならない組織づくり」を主眼に置きながら、次の重

点実施事項（具体的実施方策）に、役職員一丸となって取り組む。

【重 点 事 項】

１．生産者手取りの最大化を目指す「需要に応じた米づくり」への取組

２．担い手と多様な農業者への経営支援

３．農業生産額・農業所得の増大と新たな農業政策の活用

４．地域農業の維持・発展に向けた生産・販売対策の構築

５．心豊かに安心して暮らせる地域社会の実現

６．農業と地域・利用者をつなぐ金融サービスの提供

７．農業・生活メインバンク機能の強化

８．組合員・利用者・地域との関係強化と新たな仲間づくり

９．強固で盤石な財務基盤の確立

１０．役職員の意識改革と改革を担う人材の育成

１１．組合員参画による組織基盤の拡充

【具体的実施内容】

Ⅰ．営農生活部

農業政策の大転換期を迎えた本年は、今まで長年培ってきた米卸との信頼関係を基に「需要に

応じた米づくり」に取り組み生産者の所得向上に努めます。また、今年度も引き続き米卸からの

要望数量に応えるため、他作物からの米の作付誘導を行い、直接販売の強みを活かし主食用米の

取扱い数量の拡大に取り組みます。

園芸作物の拡大については、国（補助率７／１０）または県（補助率１／２）の事業を活用し新

規あるいは面積拡大に取り組む生産者に対して積極的に事業支援を行います。

Ⅱ．信用共済部

ＪＡの信用共済事業を取り巻く環境は、高齢化・人口減少・世代交代に伴う正組合員等の減少、

地域間の相続等による資産移転が進展し、地銀・ゆうちょ・損保等との競争激化が続いています。

こうした状況下、信用事業は、「農業・生活メインバンク」機関として、利用者視点でサービ

ス提供の徹底に努めます。また、共済事業は、「ひと・いえ・くるまの総合保障」提供のため、

世帯に深く地域に広い普及活動を展開し、保障拡充・次世代層等との接点強化に取り組みます。

さらに、高齢者や親族（次世代）とのニーズや関係強化のため、信用共済部が一体となり、相

続等相談活動を展開します。

Ⅲ．企画総務・監査部門

組合員・地域の皆様に信頼され、将来にわたり農業とくらしに関わる多様なニーズに対応でき

る持続可能な経営実現のため、内部統制の強化と財務基盤の強化を図ります。
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３．経営管理体制

◇経営執行体制

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決

定事項を踏まえ、推薦会議において推薦された理事候補者について、総代会において無記名投票で選

任された理事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、総代会で同じく選任さ

れた監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。

組合の業務を公正かつ効率的に遂行し、組合員各層の意思を適確に反映していくため、学識経験理

事（実務に相当の経験を有するもの）を登用しております。また、信用事業については専任担当の理

事を置くとともに、農業協同組合法第３０条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの

強化を図っています。

４．事業の概況（平成２９年度）

平成３０年度より農業政策の大転換ともいえる生産調整の見直しが行われることになりました。琴丘

４号カントリーの増設工事により、生産者からの委託米を有利販売するため、売れる米産地として主

食用米を主体とした「需要に応じた米づくり」に積極的に取り組みます。また、今後の地域農業を維

持していくためには、稲作のみならず園芸作物の拡大が重要となります。「新規・増反分種子助成」

と「堆肥購入助成」を継続しながら、面積拡大や園芸メガ団地構想へ参加意欲のある生産者に対して

は、全面的な支援を検討します。

３月には今後、更に変化していく農業政策にも即応できるよう営農生活部を中心とした機構改革を

実施しました。販売力の強化と、農業資材の専門知識を持った指導員の育成により巡回指導の充実を

図ります。また、情報収集に努め、前向きな気持ちで営農に取り組めるよう方向性を見いだしながら、

生産者の所得増大を目指します。

山本地区ＪＡ合併協議の経過については、平成２７年３月の合併研究会設立から、平成２９年４月には

合併推進協議会へ移行し、財務確認調査の実施、合併３ヵ年計画の策定等、検討を重ねてきましたが

昨年９月、全役員参加の合併推進協議会委員会において、組合員に対し具体的な合併効果を提示する

には至っておらず、更なる検討が必要と判断し合併期日の延期を決定しています。現在、合併メリッ

トが実感できる新ＪＡの組織づくりのため、引き続き経営の健全性を含め３カ年計画等の見直しを

行っています。

さて、２９年産米の集荷については、秋田県、県北地区共に作況指数９９と平年並みの作況のなか、計

画以上の集荷実績となりました。米の販売環境は、全国で３年連続過剰作付けが解消され、更なる需

給の引き締まりから２９年産米の概算金は前年と比較して１俵あたり１，９００円価格を戻し、米価暴落前

の水準に近づくことができました。

園芸作物では、６月の低温で収穫量が落ち込んだ品目もありましたが、単価に恵まれたこともあり

全体の販売額は、ほぼ計画通りの推移となりました。園芸の生産拡大のため、当ＪＡ独自支援策とし

て昨年度から実施した新規・増反分種子助成の効果もあり、ネギ、枝豆、ミニトマト３品目で８町６

反歩ほどの面積拡大が行われました。また、市場価格下落対策として実施た園芸作物価格補償補てん

積立金事業での支払いは５００万円ほどとなっており、少なからず生産農家の経営安定に寄与できたも

のと考えています。

また、菌床しいたけについては、今後の取扱量増加に対応するため、昨年１月に八峰町の協力を得
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て新たなパック詰めラインを稼働させています。八峰町で進めて来た峰浜培養新工場の完成により、

合わせて３００万菌床の生産が可能となり、３１年度販売高１０億円を目標に取り組んでいます。

購買事業については、農業所得増大の一環として大型規格の農薬・肥料の普及拡大、大口注文に対

応した「担い手直行配送」を推進し、生産資材コスト低減に取り組みました。石油事業では「住民拠

点ＳＳ」に指定された八竜セルフＳＳを中心に災害時の燃料供給体制の維持と価格の安定化、八森給

油所への最新鋭洗車機の設置等でサービスの向上を目指しています。

ＪＡ事業については、日銀のマイナス金利政策の継続、他金融機関との競争激化、少子高齢化によ

る管内人口・組合員の減少等、地域的な事業量の減少は避けられない状況にありますが、このような

事業活動の結果、事業総利益は、前年対比２５，２２２千円増の１，４６５，１８８千円、管理費を加えた事業利益

では、前年対比２８，１９４千円増の２４７，２０６千円、当期剰余金は、前年対比４６，８０１千円増の２０５，２９１千円の

計上となりました。財務状況については、自己資本の増強と不良債権の処理に取り組んできたことか

ら、自己資本比率は前年対比０．３８％増の１５．７５％となり、不良債権比率は前年対比０．１３％減の３．８８％

となっています。

ＪＡを取り巻く環境は、依然厳しいものとなっていますが、役職員が一体となり「組合員との接点

の強化」と「ＪＡの自己改革」の実践に向け全力を尽くしてまいります。

主な事業活動と成果については以下のとおりです。

� 信 用 事 業

貯金は、３８，１６１，１９１千円の実績で、計画対比１，２６３，１９１千円増（達成率１０３．４％、前年対比

１，６９９，０３９千円増１０４．７％）の計画達成となった。

内訳は、当座性貯金が年金の歩留りや米の高単価により、計画対比１，１０８，５８４千円増（達成率

１０６．６％、前年対比１，２６７，３０４千円増１０７．６％）と増加した。定期性貯金は、通年展開したキャン

ペーン効果、土地改良等公的機関の増額、山本地区の河川改修補償金対象者に対する非常勤役員

の重層訪問による獲得活動により、計画対比１４１，９３２千円増（達成率１００．７％、前年対比４１９，９５７

千円増１０２．１％）と達成した。

貸出金は、６，７９６，６３６千円の実績で、計画対比５１２，３６４千円減（達成率９３．０％、前年対比３２１，５４２

千円減９５．５％）の未達成となった。ＬＡ・ローンセンター・農機部門と連携した訪問相談活動や、

ＪＡ広報や新聞広告による普及活動・ネット受付による販売活動により、農業機械・自動車等資

金を獲得したが、退職金や定期貯金解約金を原資とした住宅資金等の繰上償還・住宅や生活資金

の需要が少ない結果、残高を大きく減少させた。

不良債権は、回収方針及び回収本部を通した指示により管理され、初期延滞解消の徹底や、不

良債権の回収に努めた結果、個別貸倒引当金は２１４，９７４千円となり、計画対比１６，７４７千円（９２．８％、

前年対比２９，５０５千円８７．９％）減少した。今後も引き続き、回収本部を中心とした本支店間及び営

農部門との連携により、管理回収に努めていく。

預金残高は、２６，０４７，６６０千円の実績で、計画対比１，１７６，６６０千円（１０４．７％、前年対比１，９６３，２９８

千円増１０８．２％）の増加となった。定期性は、直接販売米の代金が通年により振込取引されるこ

とや、年金の受取口座増加による振込等により、前年対比で定期性２，２００，０００千円の増加となった。

有価証券は、１，４１９，３８４千円の実績で、地方債が１００，０００千円償還となり、前年対比９２，８７７千円

の減少（９３．９％）となった。新発国債や地方債で、期待されたクーポンが低利率で推移したため、

購入を控えたことにより減少した。
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� 共 済 事 業

推進総合目標は、６０４万ポイントに対し６２３万ポイントの実績で、目標対比１９万ポイントの増

（達成率１０３．１％，前年対比２８万ポイント増１０４．６％）となり、推進総合店舗別目標を全店舗で達

成することができた。

一斉推進は、一般職員全員が達成できた。渉外職員のＬＡにおいては、１２名全員が達成できた

のと併せて、優績ＬＡとして共済連秋田県本部表彰対象者３名と部門賞では、４部門（全県５位

以内）に３名が該当となった。

自賠責共済は、高齢化による廃車等や代理店の車検台数および新車販売台数が減少しているた

め、件数で計画６，３３５台に対し５，９９３台の実績となり、計画対比３４２台減（達成率９４．６％，前年対

比２５５台減９５．９％）の未達成となった。

自動車共済でも、高齢化による廃車等での不継続や低掛金の外資系損保への加入による既契約

不継続により、件数で計画１０，２７０台に対し１０，０２６台の実績となり、計画対比２４４台減（達成率

９７．６％、前年対比６１台減９９．４％）の未達成となった。

� 営農指導・経営支援事業

２９年度は、行政による生産数量目標の配分がある最後の年となったが、当管内でも２８年産ほど

ではなかったものの、自主的取組参考値をも上回る生産調整が進んだ深掘り面積は、８４．６�（前
年２１０．４�）となった。秋田県内全体でも深掘りが進み主要品種である「あきたこまち」の需給
の均衡が保たれ２４年産米に次ぐ概算金（あきたこまち１３，５００円独自加算あり）を支払うことがで

きた。

経営所得安定対策の中の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）では、２８年産米に関しては、標

準的収入額を上回ったため発動されなかったが、２８年産大豆に関しては標準的収入額を下回った

ため、三種町で５，００６千円、八峰町で１，０８７千円の補填額となった。

水稲は、育苗期間中、周期的に天候が変わり、播種時期の違いにより高温障害または低温によ

る生育障害が見られた。移植後５月中は天候に恵まれたが、６月上旬の低温により田植え時期に

よって生育の差が見られた。出穂は８月５日頃と平年より２日ほど遅くなったが、葉数は平年よ

り多くなり、穂数は少なかったものの、１穂着粒数が平年より多くなり㎡あたりの着粒数は平年

より多く作況指数は県北で９９（前年１０４）となったが、他地区と違い出穂期以降極端な低温に当

たることもなく計画数量を上回る集荷実績となった。

大豆は、播種時の天候不良による生育のばらつきが見られたものの、登熟が順調に進み計画を

上回る集荷となった。

� 販 売 事 業

２９年産米（主食用米）の集荷数量は、２５３，２９７．０俵の計画に対し２６７，５９６．５俵（倉庫１８７，９０６．０

俵、カントリー７９，６９０．５俵）の１０５．６％の集荷実績（前年度２７０，５４７．０俵）。１等米比率は、カメ

ムシ被害等は少なかったものの、胴割米及び充実度不足等などにより９２．７％（前年９６．１％）で終

了した。概算金は、主力の主食用米である「あきたこまち」の需給環境が良く前年産よりさらに

１，９００円高い１３，５００円（あきたこまち１等）と過去１０年では平成２４年産米の１４，０００円に次ぐ単価

となった。また、非主食用米（加工用米・備蓄米等）は６４，７８３．５俵の集荷（前年７８，５２３．０俵）と

なった。

大豆は、播種時の天候不良、生育期の日照不足や台風１９号による塩害の影響を受けた圃場も一

部で見られたが、集荷数量は計画１６，５００俵に対して１８，２６９．５俵（計画比１１０．７％、前年２２，２９７．５
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俵）と昨年同様計画を上回ることとなった。

青果物では、販売の主力である菌床しいたけは、前年の平均単価より▲１２円／㎏となったもの

の出荷量が１７．７ｔ増となり７７３，２５３千円（計画比３５，８９３千円増、前年比８，４９０千円増）、菌茸類全

体では、７７７，６９１千円となった。野菜の主力である長ネギの販売額は、今年度待望の２億円を突

破し２１２，１８９千円と計画比４８，３１４千円増の１２９．５％となった。また、ミニトマトも過去最高の販売

金額の１４０，２２２千円と４年連続１億円品目となり野菜全般では、６２０，４５４千円（計画比３３，７８４千円

増、前年比４５千円増）の取扱高となった。

買い取り品のじゅんさいは、集荷量８５．２ｔ、販売数量減で販売額９０，５９５千円（計画比１９，８４２千

円減、前年比１０，７５４千円減）となった。

花卉は、集荷数量減と単価安により１６，７０９千円（計画比３，１４１千円減、前年比２，３１８千円減）と

なった。

畜産関係では、生乳は、受胎率向上により搾乳できる頭数の減による乳量の落ち込みがあり

１８８，９５０千円（計画比１０，５６２千円減、前年比１５，６７１千円減）、比内地鶏は出荷先であるＪＡあきた

北央での単価高及び増羽により８５，３１０千円（計画比４，５６０千円増、前年比１８，８５５千円増）となり、

畜産全体では３０１，７４７千円（計画比７１５千円減、前年比１，８１８千円増）の実績となった。農畜産物

全体では、計画６，０４９，７３２千円に対し６，７１８，２３１千円、計画比６６８，４９９千円増１１０．０％（前年比

２２４，６２６千円増１０３．５％）の取扱高となった。

� 利 用 事 業

カントリーの集荷量は、計画８９，５００．０俵に対し９５，６５５．０俵の１０６．８％で計画を達成することが

できた。作況指数９９ではあったが、収支で１２１，１８２千円（計画比２４，８２０千円増、前年比６，６３３千円

増）と計画を上回ることができた。

堆肥造成収益は、２１，１７５千円（計画比９７．４％）、収支では労務費用及び散布機の修理費の掛か

り増しにより計画比３，８０６千円の減となった。育苗収支では、供給枚数は減となったものの、人

件費及び資材費の減により計画比５６６千円の増となった。トラクター利用は、作業の減により収

支で計画比１，３３２千円の減。大豆調整収益は、取扱数量の増加と乾燥数量の増により計画比９，０８７

千円の増、収支で５，９２０千円増（前年比９，２４６千円増）となった。パックセンター収支は、５，８３７

千円（計画比１，９８７千円増、前年比１，２５０千円増）となった。

利用事業合計収支は、計画１１５，２１１千円に対し実績１４２，８７１千円（計画比２７，６６０千円増１２４．０％、

前年比１６，１７３千円増１１２．８％）となった。

� 購 買 事 業

生産資材部門は、農家戸数や水稲作付面積の減少による影響が懸念されたが、肥料農薬、保温

資材、菌床ホダ木など当用期の販売が順調に推移し供給高計画１，６３４，３３８千円に対し実績

１，７２８，７５８千円（計画比９４，４２０千円増、前年比１２，２８２千円増）。収支は供給高の増加で計画１２９，５９１

千円に対し実績１６１，６１６千円（計画比３２，０２５千円増、前年比３，５４６千円増）となった。

また予約回収実績は、新たな「低コスト資材」として取り入れた「担い手直送超大型規格農薬」

と「体系処理割引」が採用初年度から多くの支持を頂き、超大型除草剤が３９７�、超大型箱処理
剤が２３６�、体系処理割引が１５６�の受注を頂いた。回収全体では、肥料が３３０，９４６千円（回収率
８８．９％、目標８５％）、農薬が２５０，７５２千円（回収率８３．０％、目標８０％）で本年度も組合員農家のご

理解により目標を達成することができた。

農機部門は、本年度も「ＪＡグループ秋田」の各種事業を有効に活用した大展示会への動員運

― 7 ―



動や若手職員が成長したことで修理、格納整備でも実績を上げることができた。供給高計画

３５３，４７６千円に対し実績５０３，８７３千円（計画比１５０，３９７千円増、前年比６６，２０７千円減）、技術料計画

６４，９００千円に対し実績６７，４２７千円（計画比２，５２７千円増、前年比６，４４９千円増）、収支は計画９８，８８９

千円に対し実績１２４，８２７千円（計画比２５，９３８千円増、前年比１，４１４千円増）と計画を上回った。

給油所部門は、セルフＳＳとフルＳＳの店頭価格を統一、年間を通して安定した価格で提供す

ることができた。前年比の販売数量は、軽油が除雪回数の減少で９７．１％と実績を落としたが、揮

発１０２．２％、灯油１０４．５％、重油１０６．３％、油種計で前年比１０２．７％、３７０�増と健闘した。また、
八竜セルフＳＳは２９年度に災害時における地域の燃料供給拠点となる「住民拠点ＳＳ」に指定さ

れ、地域の重要なＳＳとして重責を担った運用を心掛けている。数量計画１５，０７２�に対し実績
１４，０３２�（計画比１，０４０�減、前年比３７０�増）、供給高計画１，３８６，９６５千円に対し実績１，３９９，３９２
千円（計画比１２，４２７千円増、前年比１８９，９８２千円増）、収支計画１０５，９２５千円に対し実績１１９，８１８千

円（計画比１３，８９３千円増、前年比２３，３９０千円増）となった。

ＬＰガス部門は、自然減などによる契約解除が２７件発生したが燃転事業２６件で挽回をはかり、

供給計画１１７，５３７千円に対し実績１２１，３８１千円（計画比３，８４４千円増、前年比５，０７５千円増）、収支

計画５４，９７６千円に対し実績５７，３８３千円（計画比２，４０７千円増、前年比２６４千円増）となった。

	 ふれあい事業

供給高は全体で、計画１７０，０６０千円に対し実績１６１，０７６千円、計画比９４．７％、収支は計画２０，８１２

千円に対し実績が１９，３５３千円と９３．０％となり、供給高・収支ともに計画を達成することができな

かった。

項目別の供給高では、耐久消費財は、補聴器の販売が伸び実績が２，１７０千円。生活用品は、一

般食品、日用雑貨等の売り上げが落ち込み実績４２，７７８千円（計画比１，５７７千円減、前年比４，４８２千

円減）。仕出しは、季節ごとにお膳の内容変更と営業強化に努めたが、葬儀・法要の簡素化が進

み、件数は増えたがお膳の枚数と単価の減少、宅配弁当も利用者、食数とも増えず６７，５００千円（計

画比４，９００千円減、前年比３，７１７千円減）の実績となった。食材は、選べるコ－ス「マイセレクト」

の推進に努めたが、実績は４８，６２７千円（計画比４，６７３千円減、前年比３，８３７千円減）で計画を下回っ

た。加工事業では、ＪＡンビニの収益が計画３５，７３０千円に対し３２，５４９千円（計画比３，１８１千円減、

前年比１，１１３千円減）。部門別では、パン部門は移動販売等が伸びず、計画比１，８４１千円減、前年

比１９５千円減と下回った。パン部門は、新たに米粉１００％パン事業で技術の習得・商品開発に取り

組んだ。惣弁部門は、冬期間の各種団体の弁当注文減により計画比１，３４０千円減、前年比９１８千円

減の実績となった。味噌加工の収益は、計画８，０９０千円に対し実績７，０６０千円（計画比１，０３０千円

減、前年比５２９千円増）となり、前年を上回ることができた。

くらしの活動は、「心豊かに安心して暮らせる地域社会の実現」を目指し、食と農を基軸とし

た活動を展開した。伝統食・食文化の啓蒙活動や、子供達を対象に「栽培～収穫・調理」まで体

験する食農教育を実施。中年層を対象として「粋生き教室」の開講や食農実践セミナーを開催、

そら豆加工グル－プ「Ｗａｋｉｙａブランド」の商品化支援を行った。また、元気な高齢者を対

象に生きがいづくりに向けた取り組みとして、八峰地区で生きがいディサ－ビスを実施し、介護

予防体操や趣味活動など、交流を深める場を設け、地域住民とのつながりを深めた。

介護福祉事業は、訪問介護収益が計画３１，５００千円に対し実績３０，３３６千円（計画比１，１６４千円減、

前年比６１５千円減）で、居宅介護収益が、計画１０，２００千円に対し、実績９，６９５千円（計画比５０５千

円減、前年比３８４千円減）と計画を下回った。福祉用具貸与は、計画５，８００千円に対し実績６，４１６

千円（計画比６１６千円増、前年比５０５千円増）となり、計画を上回った。収支では、計画が２２，１０１

― 8 ―



千円に対し実績が１８，３２０千円（計画比３，７８１千円減、前年比３，４８８千円減）と福祉受託料の収益減

により、計画を達成することができなかった。

◇対処すべき重要な課題

当ＪＡではＪＡ自己改革の実践に向けて、農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化に取

り組んでいます。

農業者の世代交代による担い手不足、農産物の消費・流通構造の急激な変化、高齢化・人口減少に

よる地域社会の疲弊等、厳しい環境変化のなか、これまで以上の創意工夫により、新たな事業展開に

積極的に取り組んでまいります。

１．生産者手取りの最大化を目指す「需要に応じた米づくり」への取組

農業政策の大転換期を迎え、今まで長年培ってきた米卸との信頼関係を基に「需要に応じた米

づくり」に取り組み生産者の所得向上に努めます。また、引き続き米卸からの要望数量に応える

ため、他作物から米への作付誘導を行い、直接販売の強みを活かし主食用米の取扱い数量の拡大

に取り組みます。

２．金融事業の基盤強化と選ばれる店舗づくりについて

ＣＳ（顧客満足度）改善活動により、お客様に満足いただける組織になるため「職員が自ら考

え、自ら動く組織」として職員意識の向上を図り、中長期的なＪＡのファンづくりにより、顧客

基盤の強化・拡大を図ります。

３．担当世帯への深耕による保障拡充と次世代・次々世代層との接点強化

ライフアドバイザーによる組合員・利用者への「ありがとう（３Ｑ＝サンキュウ）の気持ち」

を込めた訪問で、おかわりありませんか等の「３つの質問」を行い、保障内容の点検を徹底しま

す。また、お客様の満足度向上のため、あんしんチェック（請求忘れの確認・ニーズ調査・情報

収集、キャンペーンの告知等を行う）を実施します。

共済窓口職員は、スマイルサポーターとして組合員・利用者の皆様を「笑顔（スマイル）」で

お迎えし、「笑顔」で接し、「笑顔」でお送りすることを実践します。

４．強固で盤石な財務基盤の確立

ＪＡが地域に根ざし、将来にわたり農業とくらしに関わる組合員・地域の多様なニーズに対応

できるよう、山本地区ＪＡ合併推進協議会において、合併メリットが実感できる新ＪＡの組織づ

くりに向けた協議を継続します。また、経営管理の高度化を進め、経営計画の徹底管理による目

標利益の確保により、内部留保を充実させ財務基盤の強化を図ります。

５．内部統制の整備と適切な運用

業務の効率化と経営リスクの低減、事業活動に関わる法令等の遵守のため、内部管理態勢の整

備を実施し、適切に運用します。
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５．農業振興活動

� 地域農業振興支援

① 生産者手取りの最大化を目指す「需要に応じた米づくり」への取組

② 米産地として他作物からの作付誘導による数量の確保

③ ＪＡ地域営農ビジョンに基づく取組支援

④ 日本型直接支払制度への取組支援

⑤ 地域の担い手への農地利用集積の推進

⑥ 各種交付金を活用した生産拡大提案

� 担い手経営体の農業経営支援強化

① ＴＡＣを中心に担い手農家・集落営農組織・農業法人等に対する、出向く営農経営支援と新

たな農業政策への対応

② 家族経営等多様な農業者への経営規模に応じた営農経営支援

③ 新規就農者への新規育成事業の活用支援と作付提案

④ 信用部門と連携による経営スタイルに応じた金融支援と経営支援

⑤ 担い手経営体の法人化に向けた取り組みと法人化設立誘導

⑥ 経営所得安定対策申請事務の代理業務の実施

� 農業者青色申告による農業経営の分析

① 青色申告による農業所得税・消費税申告支援

② ３１年度からはじまる収入保険制度への加入条件である青色申告の普及推進

③ 農業経営分析による個別経営改善相談支援

６．地域貢献情報

当ＪＡは八峰町、三種町を事業区域とし農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相

互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協同組織で

あり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。

当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆様などからお預かりした大切な財産である「貯金」を源泉

としており、資金を必要とする組合員の皆様や、地方公共団体などにもご利用いただいております。

当ＪＡは、地域の一員として農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて事業活動を展開し、

ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同組合として農

業や助け合いを通じた社会貢献に努めています。併せて、「地域になくてはならない組織」として、

地域イベントへの参画・文化活動・福祉活動を通じながら、「安心して暮らしやすい地域社会の実

現」に向け、女性部・青年部等の内部組織と連携を図りながら地域の活性化に取り組んでいます。

� 地域からの資金調達の状況

貯 金 残 高 ・組合員等 ２８，８３８，０８２千円

・地方公共団体等 ２，１４６，２９９千円

・その他 ７，１６５，９２１千円
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� 地域への資金供給の状況

貸出金残高 ・組合員等 ５，７３９，２９４千円

・地方公共団体等 ３０１，３４４千円

・その他 ７５５，９９８千円

� 文化的・社会的貢献に関する事項

① 文化的・社会的貢献に関する事項

・学校給食への地元農産物の提供に係る支援

・地域の小学校への交通安全指導、保育園・幼稚園での交通安全教室開催

・地域行事への参加

・各種農業関連イベントや地域活動への協賛・後援

・高齢者福祉活動への取り組み

・年金相談会の開催

・ＪＡ共済全県学童野球地区予選大会開催

・組合長杯ミニバスケットボール大会開催

② 利用者ネットワーク化への取り組み

・ＪＡまつり開催

・年金友の会グラウンドゴルフ大会開催

・親睦ゴルフ大会開催

・ミニデイサービス助け合い組織の活動

・若い世代の交流の場の提供（ほっと出会い支援事業）

③ 情報提供活動

・ＪＡ広報誌の発行

・ＪＡホームページを通じた組合員等利用者への情報提供

・マスメディアへのＪＡ情報提供

④ 信用店舗体制

・本店１（ＡＴＭ １台）

・支店３（ＡＴＭ ３台）

・ＡＴＭのみ設置 ４台
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７．リスク管理の状況

◇リスク管理体制

〔リスク管理基本方針〕

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確

保し、信頼性を高めていくことが重要です。

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管

理基本方針」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な

体系を整備しています。

また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通

じてリスク管理体制の充実・強化に努めています。

� 信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の

価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件

又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引につ

いては、本店に融資審査部署を設置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審

査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全

性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・

回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒

引当金については「資産の償却・引当要領」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に

努めています。

� 市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・

負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出さ

れる収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいま

す。金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミス

マッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをい

います。また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリス

クのことです。

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすること

により、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化と

のバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の

変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡの

保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めると

ともに、経営層で構成するリスク管理委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決

定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びリスク管理委員会で決定された

方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引につ

いてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を

行い経営層に報告しています。
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� 流動性リスク管理

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が

困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被

るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よ

りも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リス

ク）のことです。

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定

的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での

重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの

策定の際に検討を行っています。

� オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であ

ること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。 当ＪＡでは、収益発生を意図し

能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的

に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被る

リスクと定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続を整備し、定期

検査等を実施するとともに、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整

備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

� 事務リスク管理

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融

機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正

確な事務処理を行うため各種事務手続・マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を

実施し事務リスクの削減に努めています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況

を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施して

います。

� システムリスク管理

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金

融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失

を被るリスクのことです。当ＪＡでは、コンピュータシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑

な運用に努めるとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、「電算設備保守防災要領」、

「電算システム障害危機管理マニュアル（信用事業編）」を策定しています。

◇法令遵守体制

〔コンプライアンス基本方針〕

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に

鑑みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行う

ことがますます重要になっています。

このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹

底こそが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライ

アンスを重視した経営に取り組みます。
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〔コンプライアンス運営態勢〕

コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコン

プライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支

店にコンプライアンス推進担当者を配置しています。

基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研

修会を行い全役職員に徹底しています。

毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を

設置し、その進捗管理を行っています。

また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等

の専門窓口を設置しています。

コンプライアンス体制図（業務機構上の各部署の役割）

理 事 会

付議・報告

理事等の職務執行の監査

報告・相談

報告・相談

報告・相談

コンプライアンス委員会

代表理事組合長
（コンプライアンス・オフィサー）

企 画 総 務 部
（コンプライアンス統括部門）

本 店 各 部
（コンプライアンス担当）

各支店・営農センター・事業所
（コンプライアンス担当）

監査・指示

指示

付議・報告

指示

監査

運営に関する監査

監 事
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◇金融ＡＤＲ制度への対応

① 苦情処理措置の内容

当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホー

ムページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ

適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

当ＪＡの苦情等受付窓口（電話：０１８５－８７－４６０２（月～金 午前９時～午後５時））

② 紛争解決措置の内容

当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

・信用事業

仙台弁護士会

①の窓口または秋田県ＪＡバンク相談所（電話：０１８－８６４－２０３０）にお申し出ください。

・共済事業


日本共済協会 共済相談所（電話：０３－５３６８－５７５７）

�自賠責保険・共済紛争処理機構（電話：本部０１２０－１５９－７００）
�日弁連交通事故相談センター（電話：本部０５７０－０７８３２５）
�交通事故紛争処理センター（電話：東京本部０３－３３４６－１７５６）
日本弁護士連合会 弁護士保険ＡＤＲ

（https : //www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html）

最寄りの連絡先については、上記または①の窓口にお問い合わせ下さい。

◇内部監査体制

当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の

業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを

通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。

また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づき

実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的

に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理

事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、

監事に報告し速やかに適切な措置を講じています。
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８．自己資本の状況

◇自己資本比率の状況

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務

基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及

び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成３０年３月末における自己資本比率は、１５．７５％となりまし

た。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実

当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。

◎普通出資による資本調達額

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出

して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した

十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

また、１９年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなどの各種リスクを個別

の方法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、自己資本と比較・対照し、自己資本充実

度を評価することにより、経営の健全性維持・強化を図っております。

項 目 内 容

発 行 主 体 秋田やまもと農業協同組合

資本調達手段の種類 普通出資

コア資本に係る基礎
項目に算入した額

２，３９７百万円（前年度 ２，４１２百万円）
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９．主な事業の内容

� 主な事業の内容

〔信 用 事 業〕

信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行っています。こ

の信用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という３段階の組織が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」と

して大きな力を発揮しています。

◇貯 金 業 務

組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。

普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわ

せてご利用いただいています。

また、公共料金、都道府県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与振込

等もご利用いただけます。

◇貸 出 業 務

農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆さま

の生活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。

また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地方公共団体、

農業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興はもとより、

地域社会の発展のために貢献しています。

さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個人向け

ローンも取り扱っています。

普 通 貯 金 いつでも出し入れ自由。公共料金等の自動振替に便利です。

総 合 口 座 貯 金
「受取る」「支払う」「貯める」「借りる」と多機能的な役割をこなします。
ご融資の限度額は定期貯金のお預け入れ金額の９０％、３００万円です。

貯 蓄 貯 金
１０万円・３０万円・１００万円・３００万円以上の残高に応じた利率になります。また、基
準残高の１０万円を下回っても普通貯金と同じ利率となります。個人に限ります。

スーパー定期貯金
中・小口の比較的まとまった資金のための貯金です。預け入れ期間は１ヵ月以上５
年までとなります。預け入れ金額は３００万円未満と３００万円以上の二種類があります。

大 口 定 期 貯 金 １，０００万円以上の大口の余裕金運用に最適です。

期日指定定期貯金 預け入れは最高３年で３００万円未満です。利率は１年ごとの複利で計算いたします。

定 期 積 金
積立期間を定めて、毎月一定日に掛金を払い込んでいただき、満期日にまとまった
給付金を受け取っていただく仕組です。
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ご融資内容（平成３０年７月末現在）

ＪＡマイカーロ－ン

貸付利率 固定、変動（弾力項目あり）１．６～３．７％
貸付金額 ５００万円以内
貸付期間 ７年以内
秋田県農業信用基金協会の保証となります。

Ｊ Ａ ス マ ー ト
マ イ カ ー ロ － ン

貸付利率 変動（地銀短プラ） ２．６％
ＪＡ自動車共済ご契約又はお見積り ２．３％
ＪＡ一体型カードご契約 ２．０％

貸付金額 １，０００万円以内
貸付期間 １０年以内
㈱ジャックスの保証となります。

Ｊ Ａ 教 育 ロ ー ン

貸付利率 固定 地銀短プラ＋０．８％
変動 地銀短プラ＋０．５５％

貸付金額 ５００万円以内
貸付期間 １３年６ヵ月以内（在学期間＋７年６ヵ月）
秋田県農業信用基金協会の保証となります。

Ｊ Ａ ス マ ー ト
教 育 ロ ー ン

貸付利率 変動（地銀短プラ） ２．７％
インターネットによる申込み ２．４％
ＪＡ一体型カードご契約 ２．１％
貸付金額 ７００万円以内
貸付期間 １５年以内
㈱ジャックスの保証となります。

Ｊ Ａ 住 宅 ロ ー ン

固定金利型 ４．３％
変動金利型 住宅ローンプライムレート＋０．２％
金利選択型 ３年の特約期間 １．７５％

５年の特約期間 １．９５％

��
��
※指標金利の改定に伴い変更

１０年の特約期間 ２．５５％
〇特約期間を選択の都度、手数料を徴する。 ５，４００円（初回無料）
〇貸付条件 第１順位の抵当権設定

秋田県農業信用基金協会または協同住宅ローン㈱の債務保証（保証料
率０．１０～０．４０％）
火災共済（保険）に第１順位の質権設定
団体信用生命共済に加入（掛け金はＪＡ負担）

Ｊ Ａ 住 宅 ロ ー ン
（全期間金利優遇型）

変動金利型 住宅ローンプライムレート－１．６７５％
金利選択型 ３年の特約期間 店頭金利 県内他行金利最低水準の金利５年の特約期間


��
��
優遇金利 県内他行優遇金利の最低水準の金利１０年の特約期間

〇特約期間を選択の都度、手数料を徴する。 ５，４００円（初回無料）
〇貸付条件 第１順位の抵当権設定

秋田県農業信用基金協会または協同住宅ローン㈱の債務保証（保証料
率０．１０～０．４０％）
火災共済（保険）に第１順位の質権設定
団体信用生命共済に加入（掛け金はＪＡ負担）

アグリマイティー資金

アグリエース 固定 近代化資金基準金利＋０．２％
変動 ３年以内 地銀短プラ＋０．２％

７年以内 地銀短プラ＋０．４％
１０年以内 地銀短プラ＋０．６％

アグリネット 固定 近代化資金基準金利＋０．３％
アグリエリア 変動 ３年以内 地銀短プラ＋０．３％

７年以内 地銀短プラ＋０．５％
１０年以内 地銀短プラ＋０．７％

貸付金額 事業費の範囲内で必要と認められる額
秋田県農業信用基金協会の債務保証（保証料率０．４３～０．６％）
農業生産に直結する設備資金・運転資金
農産物の加工、流通、販売に関する設備資金・運転資金
地域の活性化、振興を支援するための設備資金・運転資金

そ の 他 資 金 農業資金・生活資金など使用目的により各種融資を取り扱っております。
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◇為 替 業 務

全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結

び、当ＪＡの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金が安全・確実・迅速にできます。

◇その他の業務及びサービス

当ＪＡでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自動支払や

事業主のみなさまのための給与振込サービス、自動集金サービスなどを取り扱っています。

また、国債（新窓販国債、個人向け国債）の窓口販売の取り扱い、全国のＪＡでの貯金の出し

入れや銀行、信用金庫、コンビニエンスストアなどでも現金引き出しのできるキャッシュサービ

スなど、いろいろなサービスに努めています。

◇手数料一覧

○ＡＴＭ利用手数料（１回につき）

※ ＡＴＭの稼働時間は、設置場所により異なりますのでご注意願います。
※ ＡＴＭでの「残高照会」、「両替」は無料です。
（注１）「お振込み」は別途、所定の振込手数料が掛かります。
（注２）「お振込み」、「お振替え」はお取引できません。
（注３）「お預入れ」、「お振込み」、「お振替え」はお取引できません。
※「秋田あったかネット」加盟店
・秋田銀行 ・秋田信用金庫 ・羽後信用金庫 ・秋田県信用組合 ・ＪＡバンクあきた
ＪＡバンクのキャッシュカードでは、他加盟４金融機関のＡＴＭでの「お振込み」はご利用できま
せん。

（手数料には消費税を含んでおります。）

Ａ Ｔ Ｍ の 種 類 お 取 引 時 間 帯 手数料

県 内 Ｊ Ａ ・ Ａ Ｔ Ｍ（注１） 全てのお取引
各ＡＴＭの営業時間
（曜日・時間外問わず）

無料

他 県 Ｊ Ａ ・ Ａ Ｔ Ｍ（注２）
お引き出し
お預け入れ

各ＡＴＭの営業時間
（曜日・時間外問わず）

無料

他 金 融 機 関 Ａ Ｔ Ｍ（注３） お引き出し
平 日 ８：４５～１８：００ １０８円

平日の時間外・土曜日・日曜日・祝日 ２１６円

セ ブ ン 銀 行（注２）
ロ ー ソ ン Ａ Ｔ Ｍ
イ ー ネ ッ ト Ａ Ｔ Ｍ

お引き出し

平 日 ８：４５～１８：００ 無料

土曜日 ９：００～１４：００ 無料

平日・土曜日の時間外・日曜日・祝日 １０８円

三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行（注３） お引き出し
平 日 ８：４５～１８：００ 無料

平日の時間外・土曜日・日曜日・祝日 １０８円

「秋田あったかネット」加盟金融機関（注３） お引き出し
平 日 ８：４５～１８：００ 無料

平日の時間外・土曜日・日曜日・祝日 １０８円

ゆ う ち ょ 銀 行（注２）
お引き出し
お預け入れ

平 日 ８：４５～１８：００ 無料

平日の時間外・土曜日・日曜日・祝日 １０８円
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○内国為替・その他手数料

〔共 済 事 業〕

ＪＡ共済は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆様の生命・傷

害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初から生命保障と損害保

障の両方を実施しており、個人の日常生活のうえで必要とされるさまざまな保障・ニーズにお応え

できます。

ＪＡ共済では、生命・建物・自動車など各種共済による生活総合保障を展開しています。

◇ＪＡ共済の仕組み

ＪＡ共済は、平成１７年４月１日から、ＪＡとＪＡ共済連が共同で共済契約をお引き受けしてい

ます。ＪＡとＪＡ共済連がそれぞれの役割を担い、組合員・利用者の皆さまに密着した生活総合

保障活動を行っています。

組合員・利用者

の 皆 さ ま

Ｊ Ａ：ＪＡ共済の窓口です。

ＪＡ共済連：ＪＡ共済事業の企画・開発・資産運用業務や支払共

済にかかる準備金の積み立てなどを行っています。

共済契約

Ｊ Ａ

＋

ＪＡ共済連

（手数料には消費税を含んでおります。）

募金、助け合い運動等にかかる
ものは無料です。

項 目 系統金融機関あて 他 金 融 機 関 あ て

為替手数料
振込手数料

１万円未満 １件につき １０８円
１万円以上３万円未満

１件につき ２１６円
３万円以上 １件につき ４３２円

電 信 扱 い
文 書 扱 い

１万円未満 １件につき ４３２円
１万円以上３万円未満

１件につき ５４０円
３万円以上 １件につき ７５６円

送金手数料 １件につき ４３２円
普通扱い（送金小切手） １件につき ６４８円

電 信 扱 い １件につき ８６４円

代金取立手数料
（隔 地 間）

１通につき ４３２円
普 通 扱 い １通につき ６４８円

至 急 扱 い １通につき ８６４円

そ の 他
諸 手 数 料

送金・振込組戻料 １件につき ６４８円
不渡手形返却料 １通につき ６４８円
取立手形組戻料 １通につき ６４８円
取立手形店頭呈示料 １通につき ６４８円
再発行手数料 通帳、証書 １件につき １，０８０円

ＩＣキャッシュカード、一体型ＪＡカード １件につき ９６２円
残高証明書発行手数料 １通につき ２１６円

両替・大量
硬貨入出金
手 数 料

３００枚以下 無料
３０１～５００ １０８円
５０１～１，０００ ２１６円
１，００１枚以上 ３２４円

口座管理手数料 国債管理手数料 １口座につき １０８円
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〔農業関連事業〕

◇販 売 事 業

当ＪＡを構成する五つの地区では、それぞれの特徴を生かした特産物を擁しています。琴丘地

区の有機米、そら豆、山本地区のじゅんさい、八竜地区のメロン、峰浜地区の菌床しいたけ、八

森地区のししとう、これらの大きな産物を核に四季折々の野菜とともに生産者から消費者へ新鮮

で安全・安心な農畜産物をお届けする事業を行っています。

◇購 買 事 業

農業生産に必要な資材と生活に必要な商品を計画的な大量購入によって、安い価格で仕入れ、

流通経費を節約して、組合員・利用者の皆様に安くて安全で品質の良い商品を安定的に供給する

事業を行っています。

〔営農相談事業〕

◇営農指導相談

組合員の営農を支援し、その改善と地域における総合的な農業生産力の維持・向上をはかりま

す。また、農業の担い手ならびに経営体の育成確保により将来につながる地域農業の振興を目指

しています。

〔生活関連事業〕

◇食農教育と地産地消運動

管内小中学校食農教育の一環として、農作業体験及び生徒主体の研究グループの活動を積極的

に支援しています。また、地産地消の拠点となる生活店舗（ＪＡンビニＡＮＮ・ＡＮ）において、

米粉パン・地産弁当等の安全・安心にこだわった商品の販売を展開しています。

◇福 祉 事 業

高齢者生きがい対策支援事業の受託、地域の助け合い組織の協力によるミニデイサービスの実

施、訪問介護・福祉用具貸与・居宅介護支援・介護用品の提供等、介護事業の充実を図っていま

す。

◇石油（ＪＡ－ＳＳ）事業

やまもとセルフＳＳならびに琴丘セルフＳＳを中心として、地域全体の価格抑制に貢献すると

ともに利用者サービス向上、安心・安全ドライブの提供を目指しています。

― 21 ―



� 系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み）

当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である「貯

金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティネットで守られています。

◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み

ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグループの名

称です。組合員・利用者の皆さまに便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、ＪＡバ

ンク会員の総力を結集し実質的にひとつの金融機関として活動する「ＪＡバンクシステム」を運

営しています。

「ＪＡバンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業推進」を２つの柱として

います。

◇「破綻未然防止システム」の機能

「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕組みです。

再編強化法（農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法

律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上の問題点の早期発見・早期改善の

ため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自の自主ルール基準（達成すべき自己資本比率

の水準、体制整備など）を設定しています。

また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経営改善指導

を行います。

◇「一体的な事業推進」の実施

良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強化、共

同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事業推進の取り組み

をしています。

◇貯金保険制度

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯

金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的と

する制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。
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【経 営 資 料】

Ⅰ 決 算 の 状 況
１．貸 借 対 照 表

科 目 平成２９年度
（平成３０年３月３１日）

平成２８年度
（平成２９年３月３１日）

（負 債 の 部）
１ 信 用 事 業 負 債 ３８，２６５，６６０ ３６，５８８，０９５
� 貯 金 ３８，１６１，１９１ ３６，４６２，１５１
� 借 入 金 ６４，８５２ ８５，７３０
� その他の信用事業負債 ３９，６１５ ４０，２１３

未 払 費 用 ２４，７２４ ２６，０９７
そ の 他 の 負 債 １４，８９１ １４，１１５

２ 共 済 事 業 負 債 ３４１，２３０ ５１３，１２１
� 共 済 借 入 金 ９６，６０１ ９２，８７１
� 共 済 資 金 １３１，８３１ ３０３，３６３
� 共 済 未 払 利 息 １，１１１ １，０９１
� 未経過共済付加収入 １１１，２０６ １１５，７１５
� その他の共済事業負債 ４７９ ７８

３ 経 済 事 業 負 債 ４７２，２４６ ４０５，８７６
� 経 済 事 業 未 払 金 ３６１，９７９ ３２６，８１３
� 経 済 受 託 債 務 ７０，０７６ ３９，７４８
� その他の経済事業負債 ４０，１９０ ３９，３１５

４ 雑 負 債 ３０４，６９２ ２３０，０７５
� 未 払 法 人 税 等 ５０，２９５ ５１，８５７
� そ の 他 の 負 債 ２５４，３９７ １７８，２１７

５ 諸 引 当 金 １１２，６３９ １１２，６７５
� 退 職 給 付 引 当 金 ８２，９６４ ８１，０３６
� 役員退職慰労引当金 ２９，６７５ ３１，６３９
� 睡眠貯金払戻損失引当金 － －

負 債 の 部 合 計 ３９，４９６，４６９ ３７，８４９，８４５
（純 資 産 の 部）

１ 組 合 員 資 本 ３，６７５，０１３ ３，４９４，２４５
� 出 資 金 ２，３９７，０５５ ２，４１２，９９０
� 利 益 剰 余 金 １，３１５，２４３ １，１４４，９４５

利 益 準 備 金 ７２６，０００ ６９４，０００
その他利益剰余金 ５８９，２４３ ４５０，９４５
米販売対策積立金 １００，０００ １００，０００
園芸作物価格補償補てん積立金 ５０，０００ １２，３６２
リスク管理積立金 ８０，０００ ５０，０００
当期未処分剰余金 ３５９，２４３ ２８８，５８２
（うち当期剰余金） ２０５，２９１ １５８，４８９

� 処 分 未 済 持 分 △ ３７，２８５ △ ６３，６９０
２ 評価・換算差額等 ７０，５６８ ７０，５６８
� その他有価証券評価差額金 ６５，２１５ ６５，２１５

純 資 産 の 部 合 計 ３，７４５，５８２ ３，５５９，４６０
負債及び純資産の部合計 ４３，２４２，０５２ ４１，４０９，３０５

科 目 平成２９年度
（平成３０年３月３１日）

平成２８年度
（平成２９年３月３１日）

（資 産 の 部）
１ 信 用 事 業 資 産 ３４，３２０，１５４ ３２，７９４，７５４
� 現 金 ２６０，１７８ ３１５，５２３
� 預 金 ２６，０４７，６６０ ２４，０８４，３６１

系 統 預 金 ２６，０４７，６６０ ２４，０８４，３５６
系 統 外 預 金 ０ ４

� 有 価 証 券 １，４１９，３８４ １，５１２，２６１
国 債 ７２，４７４ ７２，８６２
地 方 債 ７９５，０３９ ８９１，９９８
政 府 保 証 債 ２２６，２６０ ２２１，９３０
社 債 ３２５，６１０ ３２５，４７０

� 貸 出 金 ６，７９６，６３６ ７，１１８，１７９
� その他の信用事業資産 ３２，６２８ ３１，５８９

未 収 収 益 ２２，９０１ ２３，５２３
そ の 他 の 資 産 ９，７２６ ８，０６５

� 貸 倒 引 当 金 △ ２３６，３３６ △ ２６７，１６０
２ 共 済 事 業 資 産 ９５，４８６ ９５，３８２
� 共 済 貸 付 金 ９８，３１１ ９４，２５９
� 共 済 未 収 利 息 １，１２３ １，０９１
� その他の共済事業資産 ５１ ３１

３ 経 済 事 業 資 産 ３，５２０，６８２ ３，０９６，１４０
� 経 済 事 業 未 収 金 １，２７２，９８３ １，２５１，７５４
� 経 済 受 託 債 権 １，８２３，１３２ １，４８４，２３８
� 棚 卸 資 産 ４６３，５２４ ４３５，７４１

購 買 品 ４３９，４２８ ４１２，９３１
販 売 品 １０，４０１ ７，６０５
その他の棚卸資産 １３，６９４ １５，２０３

� その他の経済事業資産 １５６，３０１ １４２，２９３
� 貸 倒 引 当 金 △ １９５，２６０ △ ２１７，８８７

４ 雑 資 産 ３３７，６７１ ３５８，５１６
� 雑 資 産 ３３８，７５０ ３５８，６４６
� 貸 倒 引 当 金 △ １，０７８ △ １２９

５ 固 定 資 産 ２，００１，７１２ ２，０９７，４７６
� 有 形 固 定 資 産 １，９８８，６７７ ２，０８１，７３１

建 物 ３，６７３，１０７ ３，７６２，６４８
機 械 装 置 ２，０９１，０００ ２，０５１，９２４
土 地 ４８９，６８５ ４９０，０８７
その他の有形固定資産 ２，０４１，４４４ ２，０２６，７７０
減 価 償 却 累 計 額 △６，３０６，５６１ △６，２４９，７００

� 無 形 固 定 資 産 １３，０３４ １５，７４４
６ 外 部 出 資 ２，９３２，２７４ ２，９３１，４３２
� 外 部 出 資 ２，９３２，８４８ ２，９３２，７９８

系 統 出 資 ２，７５３，４２３ ２，７５３，４２３
系 統 外 出 資 １６９，５２５ １６７，４７５
子 会 社 等 出 資 ９，９００ １１，９００

� 外部出資等損失引当金 △ ５７４ △ １，３６６
７ 繰 延 税 金 資 産 ３０，０７０ ３５，６０１
資 産 の 部 合 計 ４３，２４２，０５２ ４１，４０９，３０５

（単位：千円）
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２．損 益 計 算 書

科 目
平成２９年度

�
�
�
自平成２９年４月１日
至平成３０年３月３１日


�
�

平成２８年度
�
�
�
自平成２８年４月１日
至平成２９年３月３１日


�
�

１ 事 業 総 利 益 １，４６５，１８８ １，４３９，９６５
� 信 用 事 業 収 益 ３５５，６８８ ３７１，８２９

資 金 運 用 収 益 ３３１，６５９ ３４８，５９７
（う ち 預 金 利 息） １４０，５４０ １４０，８３４
（うち有価証券利息） １５，７５３ １６，５４４
（うち貸出金利息） １５９，３８８ １７５，４８２
（うちその他受入利息） １５，９７６ １５，７３６
役 務 取 引 等 収 益 ８，９６８ ８，８０５
その他事業直接収益 － －
そ の 他 経 常 収 益 １５，０６０ １４，４２６

� 信 用 事 業 費 用 ８８，１４６ １０２，３１８
資 金 調 達 費 用 ２４，６２０ ２７，２６０
（う ち 貯 金 利 息） ２３，４０９ ２５，９９４
（うち給付補填備金繰入） ２８４ ８４
（うち借入金利息） ９２６ １，１８１
役 務 取 引 等 費 用 ５，５６３ ５，５９９
そ の 他 経 常 費 用 ５７，９６３ ６９，４５７
（うち貸倒引当金繰入額）△ ３０，８２５ △ ２２，９５０
（うち睡眠貯金払戻損失引当金繰入額） － －
信 用 事 業 総 利 益 ２６７，５４１ ２６９，５１１

� 共 済 事 業 収 益 ４１４，３３５ ４１８，８００
共 済 付 加 収 入 ３８９，２００ ３８９，１７２
共 済 貸 付 金 利 息 ２，３５１ ２，３８０
そ の 他 の 収 益 ２２，７８２ ２７，２４７

� 共 済 事 業 費 用 ４８，７８３ ５０，８５５
共 済 借 入 金 利 息 ２，３５１ ２，４０３
共 済 推 進 費 ２６，１５６ ２４，８２８
共 済 保 全 費 ５，９５１ ７，３７３
そ の 他 の 費 用 １４，３２３ １６，２５０
共 済 事 業 総 利 益 ３６５，５５１ ３６７，９４４

� 購 買 事 業 収 益 ４，０６７，５４９ ３，９３５，４１４
購 買 品 供 給 高 ３，９１４，４８３ ３，７８４，１１７
修 理 サ ー ビ ス 料 ８２，８６３ ７４，７５８
そ の 他 の 収 益 ７０，２０１ ７６，５３７

� 購 買 事 業 費 用 ３，５６１，０６７ ３，４４８，２５５
購 買 品 供 給 原 価 ３，３１８，４４４ ３，１９９，９７２
購 買 品 供 給 費 ２４７，９８７ ２６１，５９５
修 理 サ ー ビ ス 費 ７，０９７ ６，８６４
そ の 他 の 費 用 △ １２，４６２ △ ２０，１７６
（うち貸倒引当金繰入額）△ ２３，４８６ △ ３１，１０２
（う ち 貸 倒 損 失） － －
購 買 事 業 総 利 益 ５０６，４８２ ４８７，１５８

	 販 売 事 業 収 益 ２９２，３４７ ３０６，９４１
販 売 品 販 売 高 ９０，５９５ １０１，３４９
販 売 手 数 料 １１９，７７８ １１９，３９７
そ の 他 の 収 益 ８１，９７３ ８６，１９４

� 販 売 事 業 費 用 １１０，１６４ １２４，４１８
販 売 品 販 売 原 価 ５７，２５５ ６５，４８４
販 売 費 ４７，９１８ ５３，６９１
そ の 他 の 費 用 ４，９８９ ５，２４１
（うち貸倒引当金繰入額） １，０２７ １，４８０
販 売 事 業 総 利 益 １８２，１８３ １８２，５２３

� 保 管 事 業 収 益 ８１，６０１ ８２，１６５
� 保 管 事 業 費 用 ３８，８３５ ４１，０６４

保 管 事 業 総 利 益 ４２，７６５ ４１，１０１
� 加 工 事 業 収 益 ３９，６１０ ４０，１９３
� 加 工 事 業 費 用 ３８，７５０ ３５，６４２

加 工 事 業 総 利 益 ８５９ ４，５５１

科 目
平成２９年度

�
�
�
自平成２９年４月１日
至平成３０年３月３１日


�
�

平成２８年度
�
�
�
自平成２８年４月１日
至平成２９年３月３１日


�
�

� 利 用 事 業 収 益 ４５６，２５１ ４４３，８０６
� 利 用 事 業 費 用 ３１３，２０６ ３１７，４０８
（うち貸倒引当金繰入額） － －
利 用 事 業 総 利 益 １４３，０４５ １２６，３９７

� 福祉介護事業収益 ４７，７７７ ５２，６４３
� 福祉介護事業費用 ２９，４５７ ３０，８３１

福祉介護事業総利益 １８，３２０ ２１，８１１
� 指 導 事 業 収 入 ９，６５３ １１，８０２
� 指 導 事 業 支 出 ７１，２１４ ７２，８３７

指導事業収支差額 △ ６１，５６１ △ ６１，０３５
２ 事 業 管 理 費 １，２１７，９８１ １，２２０，９５３
� 人 件 費 ７６３，３８２ ７６７，２３５
� 業 務 費 １１３，７５６ １１５，３８９
� 諸 税 負 担 金 ５７，４２１ ５７，８１５
� 施 設 費 ２８０，３２０ ２７６，３７２
� その他事業管理費 ３，１０１ ４，１４１
事 業 利 益 ２４７，２０６ ２１９，０１１

３ 事 業 外 収 益 ５２，８４１ ５３，３８６
� 受 取 雑 利 息 １，７７７ ２，０４１
� 受 取 出 資 配 当 金 ４０，３０８ ４０，３０８
� 賃 貸 料 ４，９０９ ５，５５７
� 償 却 債 権 取 立 益 ２，０８８ １，４２９
� 貸倒引当金戻入益 － －
� 外部出資等損失引当金戻入益 １４０ １１４
	 雑 収 入 ３，６１７ ３，９３５

４ 事 業 外 費 用 ３，６５５ １，９０８
� 寄 付 金 ２０９ ２６９
� 貸 倒 引 当 金 繰 入 ９４８ －
� 外部出資等損失引当金繰入 － －
� 雑 損 失 ２，４９８ １，６３９
経 常 利 益 ２９６，３９１ ２７０，４８９

５ 特 別 利 益 １０，０２３ ５０，８２２
� 固 定 資 産 処 分 益 ４，３８３ ８２２
� 一 般 補 助 金 ５，６４０ ５０，０００

６ 特 別 損 失 ３５，２７８ １０３，０２７
� 固 定 資 産 処 分 損 ２９，６３８ ７，９７９
� 固 定 資 産 圧 縮 損 ５，６４０ ５０，０００
� 減 損 損 失 － ４５，０４７

税 引 前 当 期 利 益 ２７１，１３６ ２１８，２８４
法人税・住民税及び事業税 ６２，３１３ ６３，４６１
法 人 税 等 調 整 額 △ ３，５３１ △ ３，６６６
法 人 税 等 合 計 ６５，８４５ ５９，７９４
当 期 剰 余 金 ２０５，２９１ １５８，４８９
当 期 首 繰 越 剰 余 金 １３８，９５２ １２７，４５５
園芸作物価格補償補てん積立金取崩額 １５，０００ ２，６３７
当 期 未 処 分 剰 余 金 ３５９，２４３ ２８８，５８２

（単位：千円）
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３．キャッシュ・フロー計算書

科 目
平成２９年度

�
�
��

自 平成２９年４月１日
至 平成３０年３月３１日


�
��

平成２８年度�
�
��
自 平成２８年４月１日
至 平成２９年３月３１日


�
��

１ 事業活動によるキャッシュ・フロー
税 引 前 当 期 利 益 ２７１，１３６ ２１８，２８４
減 価 償 却 費 １８９，０６３ １８６，９７２
減 損 損 失 ４０２ ４５，０４７
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額（△は減少） △ ５２，５０４ ５０，０００
睡眠貯金引 当 金 の 増 減 額（△は減少） ０ ０
退職給付引 当 金 の 増 減 額（△は減少） １，９２８ △ １，８４３
役員退職慰労金引当金の増減額（△は減少） △ １，９６３ ４，５６７
外部出資等損失引当金の増減額（△は減少） △ ７９２ △ １１４
信 用 事 業 資 金 運 用 収 益 △ ３１５，９１５ △ ３３３，０８８
信 用 事 業 資 金 調 達 費 用 ２４，６２０ ２７，２６０
共 済 貸 付 金 利 息 △ ２，３５１ △ ２，３８０
共 済 借 入 金 利 息 ２，３５１ ２，４０３
受 取 雑 利 息 及 び 受 取 出 資 配 当 金 △ ４２，０８６ △ ４２，３４９
有 価 証 券 関 係 損 益（△は益） ２３３ ２２７
固 定 資 産 売 却 損 益（△は益） ２５，２５５ ７，１５７
固 定 資 産 圧 縮 損 ５，６４０ －

（信用事業活動による資産及び負債の増減）
貸 出 金 の 純 増 （△） 減 ３２１，５４２ ６１４，９７２
預 金 の 純 増 （△） 減 △ ２，２００，０００ △ １，９８０，０００
貯 金 の 純 増 減（△） １，６９９，０３９ １，４４９，２７７
信 用 事 業 借 入 金 の 純 増 減（△） △ ２０，８７７ △ ２２，２３３
その他の信用事業資産の純増減（△） △ １，６６１ △ ２，４１９
その他の信用事業負債の純増減（△） ５９２ ３４８

（共済事業活動による資産及び負債の増減）
共 済 貸 付 金 の 純 増 （△） 減 △ ４，０５２ ２９１
共 済 借 入 金 の 純 増 減（△） ３，７２９ △ １，６６４
共 済 資 金 の 純 増 減（△） △ １７１，５３１ △ １１９，６９７
未 経 過 共 済 付 加 収 入 の 純 増 減（△） △ ４，５０８ △ １，９５０
保 険 代 理 店 の 純 増 減（△） ４００ ５３

（経済事業活動による資産及び負債の増減）
受取手形及び経済事業未収金の純増（△）減 △ ２１，２２８ △ ８０，３１４
経 済 受 託 債 権 の 純 増 （△） 減 △ ３３８，８９４ △ ４３１，９１６
棚 卸 資 産 の 純 増 （△） 減 △ ２７，７８２ △ １２８
支払手形及び経済事業未払金の純増減（△） ３５，１６６ ５２，６６９
経 済 受 託 債 務 の 純 増 減（△） ３０，３２８ △ ４８，５３０
その他の経済事業資産の純増減（△） ５６，８６０ △ ２，３６６

（そ の 他 の 資 産 及 び 負 債 の 増 減）
そ の 他 の 資 産 の 純 増 減（△） △ ５０，９７３ ３２０
そ の 他 の 負 債 の 純 増 減（△） ５５，７５９ ６０，８７１
信 用 事 業 資 金 運 用 に よ る 収 入 ３１６，５３７ ３３８，６１４
信 用 事 業 資 金 調 達 に よ る 支 出 △ ２５，８１０ △ ２３，１４４
共 済 貸 付 金 利 息 に よ る 収 入 ２，３００ ２，４９９
共 済 借 入 金 利 息 に よ る 支 出 △ ２，３３２ △ ２，５１４

小 計 △ ２４２，３７７ △ ４８，５３０

（単位：千円）
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科 目
平成２９年度

�
�
��

自 平成２９年４月１日
至 平成３０年３月３１日


�
��

平成２８年度
�
�
��

自 平成２８年４月１日
至 平成２９年３月３１日


�
��

雑 利 息 及 び 出 資 配 当 金 の 受 取 額 ４２，０８６ ４２，３４９
法 人 税 等 の 支 払 額 △ ６３，８７５ △ ５７，９６８
事業活動によるキャッシュ・フロー △ ２６４，１５７ △ ６３，７８６

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出 ０ ０
有 価 証 券 の 償 還 に よ る 収 入 ９９，９９６ ０
補 助 金 の 受 入 れ に よ る 収 入 ５，６４０ ５０，０００
固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 △ １０１，８４３ △ ３９８，８２７
固 定 資 産 の 除 却 に よ る 支 出 △ ２８，３９３ △ ６，２４１
外 部 出 資 に よ る 支 出 △ ２，０６０ △ ７０
外 部 出 資 の 売 却 等 に よ る 収 入 ２，０１０ ２８
投資活動によるキャッシュ・フロー △ ２４，６５０ △ ３５５，１１０

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー
出 資 の 増 額 に よ る 支 出 ６５，７３０ ７８，２３０
出 資 の 払 戻 し に よ る 支 出 △ ７７，８１５ △ １１６，０１０
持 分 の 取 得 に よ る 支 出 △ １９，８４０ △ ４６，９５０
持 分 の 譲 渡 に よ る 収 入 ６３，６９０ ５４，１８５
出 資 配 当 金 の 支 払 額 △ ３４，９９２ △ ３０，５３２
財務活動によるキャッシュ・フロー △ ３，２２７ △ ６１，０７７

４ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △ ２９２，０４６ △ ４７９，９７４
５ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 １，０８９，８８４ １，５６９，８５９
６ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 ７９７，８３８ １，０８９，８８４
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４．注 記 表

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．次に掲げるものの評価基準及び評価方法
� 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価
基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
② 関連会社株式…………移動平均法による原価

法
③ その他有価証券
ア）時価のあるもの……期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定）

イ）時価のないもの……移動平均法による原価
法

� 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 購 買 品……………売価還元法による低価

法
② 販 売 品……………最終仕入原価法
③ その他の棚卸資産……総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収
益性の低下による簿価
切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
� 有形固定資産
定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）は定額法）を採
用しています。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人
税法に規定する方法と同一の基準によっています。
また、取得価額１０万円以上２０万円未満の少額減価
償却資産については、法人税法の規定に基づき、
３年間で均等償却を行っています。
� 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、自社利用ソフトウェアについては、当Ｊ
Ａにおける利用可能期間（５年）に基づく定額法
により償却しています。

３．引当金の計上基準
� 貸倒引当金
貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定
規程、経理規程及び資産の償却・引当要領に則り、
次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生
している債務者（以下「破綻先」という。）に係
る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下
「実質破綻先」という。）に係る債権については、
債権額から、担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
います。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．次に掲げるものの評価基準及び評価方法
� 有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価
基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
② 関連会社株式…………移動平均法による原価
法
③ その他有価証券
ア）時価のあるもの……期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定）

イ）時価のないもの……移動平均法による原価
法

� 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 購 買 品……………売価還元法による低価

法
② 販 売 品……………最終仕入原価法
③ その他の棚卸資産……総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収
益性の低下による簿価
切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
� 有形固定資産
定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）は定額法）を採
用しています。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人
税法に規定する方法と同一の基準によっています。
また、取得価額１０万円以上２０万円未満の少額減価
償却資産については、法人税法の規定に基づき、
３年間で均等償却を行っています。
� 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、自社利用ソフトウェアについては、当Ｊ
Ａにおける利用可能期間（５年）に基づく定額法
により償却しています。

３．引当金の計上基準
� 貸倒引当金
貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定
規程、経理規程及び資産の償却・引当要領に則り、
次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生
している債務者（以下「破綻先」という。）に係
る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下
「実質破綻先」という。）に係る債権については、
債権額から、担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
います。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経
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営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権のう
ち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを
合理的に見積もることができる債権については、
当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収が可能見
込額を控除した残額との差額を引当てています。
上記以外の債権については、貸倒実績率で算定
した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を
計上しています。
この基準に基づき、当事業年度は租税特別措置
法第５７条の９により算定した金額に基づき計上し
ています。
すべての債権は、資産査定規程に基づき、融資
担当部署等が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産監査部署が査定結果を監査しており、
その査定結果に基づいて上記の引当を行っていま
す。
� 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末に発生していると認められる額
を計上しています。なお、退職給付引当金及び退
職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しています。
� 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰
労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。
� 外部出資等損失引当金
当ＪＡの外部出資先への出資に係る損失に備え
るため、出資形態が株式のものについては有価証
券の評価と同様の方法により、株式以外のものに
ついては貸出債権と同様の方法により、必要と認
められる額を計上しています。

４．消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっています。
５．記載金額の端数処理等
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、
金額千円未満の科目については「０」で表示してい
ます。

営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権のう
ち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを
合理的に見積もることができる債権については、
当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収が可能見
込額を控除した残額との差額を引当てています。
上記以外の債権については、貸倒実績率で算定
した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を
計上しています。
この基準に基づき、当事業年度は租税特別措置
法第５７条の９により算定した金額に基づき計上し
ています。
すべての債権は、資産査定規程に基づき、融資
担当部署等が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産監査部署が査定結果を監査しており、
その査定結果に基づいて上記の引当を行っていま
す。
� 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末に発生していると認められる額
を計上しています。なお、退職給付引当金及び退
職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しています。
� 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰
労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。
� 外部出資等損失引当金
当ＪＡの外部出資先への出資に係る損失に備え
るため、出資形態が株式のものについては有価証
券の評価と同様の方法により、株式以外のものに
ついては貸出債権と同様の方法により、必要と認
められる額を計上しています。

４．消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっています。
５．記載金額の端数処理等
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、
金額千円未満の科目については「０」で表示してい
ます。

Ⅱ 会計方針の変更に関する注記
１．平成２８年度税制改正に係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い
法人税法の改正に伴い、「平成２８年度税制改正に
係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第３２条 平成２８年６月１７日）を当事
業年度に適用し、平成２８年４月１日以後に取得した
建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率
法から定額法に変更しています。

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度
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Ⅱ 貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産に係る圧縮記帳額
国庫補助金、工事負担金等により有形固定資産の
取得価額から控除している圧縮記帳額は１，６９３，７１３
千円であり、その内訳は、次のとおりです。
建 物 ４４３，７０３千円
構 築 物 ２９５，８０９千円
機 械 装 置 ９２０，９５０千円
車輌運搬具 ７，５３７千円
工具器具備品 ２５，７１２千円

２．担保に供している資産
定期預金９００，０００千円を為替決済の担保に供して
います。
３．子会社等に対する金銭債権・債務の総額
子会社等に対する金銭債権の総額 １６２，３５１千円
子会社等に対する金銭債務の総額 ５６，５０４千円

４．役員との間の取引に対する金銭債権・債務
理事及び監事に対する金銭債権の総額

５３，４３０千円
５．貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内
訳
貸出金のうち、破綻先債権額は６４，１２４千円、延滞
債権額は１８３，５２２千円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅
延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却
を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出
金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年
政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに
掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じて
いる貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金で
あって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援
を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出
金以外の貸出金です。
貸出金のうち、３か月以上延滞債権額は該当あり
ません。
なお、３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の
支払が約定支払日の翌日から３か月以上遅延してい
る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも
のです。
貸出金のうち、貸出条件緩和債権は１６，８１１千円で
す。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破
綻先債権、延滞債権及び３か月以上延滞債権に該当

この結果、当事業年度の事業利益、経常利益および
税引前当期利益はそれぞれ８７４千円増加しています。

Ⅲ 貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産に係る圧縮記帳額
国庫補助金、工事負担金等により有形固定資産の
取得価額から控除している圧縮記帳額は１，６８８，０７３
千円であり、その内訳は、次のとおりです。
建 物 ４４２，３９７千円
構 築 物 ２９５，８０９千円
機 械 装 置 ９１７，７１６千円
車輌運搬具 ７，５３７千円
工具器具備品 ２４，６１２千円

２．担保に供している資産
定期預金９００，０００千円を為替決済の担保に供して
います。
３．子会社等に対する金銭債権・債務の総額
子会社等に対する金銭債権の総額 １３０，０９９千円
子会社等に対する金銭債務の総額 ６６，７７０千円

４．役員との間の取引に対する金銭債権・債務
理事及び監事に対する金銭債権の総額

４７，２１０千円
５．貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内
訳
貸出金のうち、破綻先債権額は６６，３６９千円、延滞
債権額は２１９，８３７千円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅
延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却
を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出
金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年
政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに
掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じて
いる貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金で
あって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援
を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出
金以外の貸出金です。
貸出金のうち、３か月以上延滞債権額はは該当あ
りません。
なお、３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の
支払が約定支払日の翌日から３か月以上遅延してい
る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも
のです。
貸出金のうち、貸出条件緩和債権は該当ありませ
ん。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建
又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破
綻先債権、延滞債権及び３か月以上延滞債権に該当
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― 29 ―



しないものです。
破綻先債権額、延滞債権額、３か月以上延滞債権
額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２６４，４５８千円
です。
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前
の金額です。

Ⅲ 損益計算書に関する注記
１．子会社等との取引高の総額
� 子会社等との取引による収益総額 ５５，４６５千円
うち事業取引高 ５５，４６５千円

� 子会社等との取引による費用総額 ８２２千円
うち事業取引高 ８２２千円

しないものです。
破綻先債権額、延滞債権額、３か月以上延滞債権
額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２８６，２０６千円
です。
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前
の金額です。

Ⅳ 損益計算書に関する注記
１．子会社等との取引高の総額
� 子会社等との取引による収益総額 ５７，６４１千円
うち事業取引高 ５７，６４１千円

� 子会社等との取引による費用総額 １，０４３千円
うち事業取引高 １，０４３千円

２．減損損失に関する注記
� 資産をグループ化した方法の概要及び減損損失
を認識した資産又は資産グループの概要
当ＪＡでは、投資の意思決定を行う単位として
グルーピングを実施した結果、営業店舗について
は支店ごとに、また、業務外固定資産（遊休資産
と賃貸固定資産）については、各固定資産をグ
ルーピングの最小単位としています。
本店については独立したキャッシュ・フローを
産み出さないものの、他の資産グループのキャッ
シュ・フローの生成に寄与していることから、共
有資産と認識しています。
当事業年度に減損損失を計上した固定資産は、
以下のとおりです。
別表Ⅳ－２．�へ表示（４０ページ）

� 減損損失の認識に至った経緯
上岩川小又口については固定資産評価額が下落
したため、帳簿価額との差額を減損損失として認
識しました。
また、上岩川ＣＥは老朽化のため、今後は使用
しないことから施設の解体費用を見積り、処分可
能価額で評価し、その差額を減損損失として認識
しました。
旧沢目支店、旧下岩川支店、旧上岩川出張所に
ついては、書庫として使用していたが、老朽化に
より今後は活用しないため処分可能額で評価し、
帳簿価額との差額を減損損失として認識しました。
� 減損損失の金額について、特別損失に計上した
金額と主な固定資産の種類毎の減損損失の内訳
上岩川小又口 ２７千円

（土地 ２７千円）
上岩川ＣＥ ２５，４４８千円
（土地１３，６９０千円、建物３，３６０千円、建物附属
設備４４７千円、構築物７，６５０千円、機械装置３００
千円）
沢目支店 ４，２７１千円
（土地１，２７３千円、建物２，９９７千円）
下岩川支店 ５，７４３千円
（土地５８５千円、建物５，１５８千円）
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Ⅳ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
� 金融商品に対する取り組み方針
当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を
原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ
貸付け、残った余裕金を農林中央金庫へ預けてい
るほか、国債や地方債などの有価証券による運用
を行っています。
� 金融商品の内容及びそのリスク
当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ
管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であ
り、貸出金は、組合員等の契約不履行によっても
たらされる信用リスクに晒されています。
また、有価証券は、主に債券であり、満期保有
目的及び純投資目的（その他有価証券）で保有し
ています。これらは発行体の信用リスク、金利の
変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されて
います。営業債権である経済事業未収金は、組合
員等の信用リスクに晒されています。
� 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件につ
いては理事会において対応方針を決定していま
す。また、通常の貸出取引については、企画総
務部に審査課を設置し各支店との連携を図りな
がら、与信審査を行っています。審査にあたっ
ては、取引先のキャッシュ・フローなどにより
償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っ
ています。貸出取引において資産の健全性の維
持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に
行っています。不良債権については管理・回収
方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組ん
でいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引
当金については「資産の償却・引当要領」に基
づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に
努めています。
② 市場リスクの管理
当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクな
どの市場性リスクを的確にコントロールするこ
とにより、収益化及び財務の安定化を図ってい

上岩川出張所 ９，５５６千円
（土地６，３１３千円、建物３，２４３千円）
合 計 ４５，０４７千円
（土地２１，８９０千円、建物１４，７５９千円、建物附属
設備４４７千円、構築物７，６５０千円、機械装置３００
千円）

� 回収可能価額の算定方法
固定資産の回収可能価額には正味売却価格を採
用し、その時価は固定資産税評価額に基づき算定
しています。

Ⅴ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
� 金融商品に対する取り組み方針
当ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を
原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ
貸付け、残った余裕金を農林中央金庫へ預けてい
るほか、国債や地方債などの有価証券による運用
を行っています。
� 金融商品の内容及びそのリスク
当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ
管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であ
り、貸出金は、組合員等の契約不履行によっても
たらされる信用リスクに晒されています。
また、有価証券は、主に債券であり、満期保有
目的及び純投資目的（その他有価証券）で保有し
ています。これらは発行体の信用リスク、金利の
変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されて
います。営業債権である経済事業未収金は、組合
員等の信用リスクに晒されています。
� 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件につ
いては理事会において対応方針を決定していま
す。また、通常の貸出取引については、企画総
務部に審査課を設置し各支店との連携を図りな
がら、与信審査を行っています。審査にあたっ
ては、取引先のキャッシュ・フローなどにより
償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準
など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っ
ています。貸出取引において資産の健全性の維
持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に
行っています。不良債権については管理・回収
方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組ん
でいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引
当金については「資産の償却・引当要領」に基
づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に
努めています。
② 市場リスクの管理
当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクな
どの市場性リスクを的確にコントロールするこ
とにより、収益化及び財務の安定化を図ってい
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ます。このため、財務の健全性維持と収益力強
化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資
産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融
情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造
の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用については、市場動
向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡ
の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭ
などを考慮し、理事会において運用方針を定め
るとともに、経営層で構成するリスク管理委員
会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び
意思決定を行っています。運用部門は理事会で
決定した運用方針及びリスク管理委員会で決定
された方針などに基づき、有価証券の売買を
行っています。運用部門が行った取引について
はリスク管理部門が適切な処理を行っているか
どうかチェックし定期的にリスク量の測定を行
い経営層に報告しています。
（市場リスクに係る定量的情報）
当ＪＡで保有している金融商品はすべてト

レーディング目的以外の金融商品です。当ＪＡ
において、主要なリスク変数である金利リスク
の影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価
証券のうちその他有価証券に分類している債券、
貸出金、貯金及び借入金です。
当ＪＡでは、これらの金融資産及び金融負債
について、期末後１年程度の金利の合理的な予
想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の
変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利
用しています。
金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利
が０．２０％上昇したものと想定した場合には、経
済価値が１６，５６９千円減少するものと把握してい
ます。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定
の場合を前提としており、金利とその他のリス
ク変数の相関を考慮していません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変
動が生じた場合には、算定額を超える影響が生
じる可能性があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運
用・調達について月次の資金計画を作成し、安
定的な流動性の確保に努めています。また、市
場流動性リスクについては、投資判断を行う上
での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる
流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針
などの策定の際に検討を行っています。

� 金融商品の時価等に関する事項についての補足
説明
金融商品の時価（時価に代わるものを含む）に

ます。このため、財務の健全性維持と収益力強
化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資
産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融
情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造
の構築に努めています。
とりわけ、有価証券運用については、市場動
向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡ
の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭ
などを考慮し、理事会において運用方針を定め
るとともに、経営層で構成するリスク管理委員
会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び
意思決定を行っています。運用部門は理事会で
決定した運用方針及びリスク管理委員会で決定
された方針などに基づき、有価証券の売買を
行っています。運用部門が行った取引について
はリスク管理部門が適切な処理を行っているか
どうかチェックし定期的にリスク量の測定を行
い経営層に報告しています。
（市場リスクに係る定量的情報）
当ＪＡで保有している金融商品はすべてト
レーディング目的以外の金融商品です。当ＪＡ
において、主要なリスク変数である金利リスク
の影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価
証券のうちその他有価証券に分類している債券、
貸出金、貯金及び借入金です。
当ＪＡでは、これらの金融資産及び金融負債
について、期末後１年程度の金利の合理的な予
想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の
変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利
用しています。
金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利
が０．２０％上昇したものと想定した場合には、経
済価値が１６，５６９千円減少するものと把握してい
ます。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定
の場合を前提としており、金利とその他のリス
ク変数の相関を考慮していません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変
動が生じた場合には、算定額を超える影響が生
じる可能性があります。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運
用・調達について月次の資金計画を作成し、安
定的な流動性の確保に努めています。また、市
場流動性リスクについては、投資判断を行う上
での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる
流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針
などの策定の際に検討を行っています。

� 金融商品の時価等に関する事項についての補足
説明
金融商品の時価（時価に代わるものを含む）に
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は、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額（これに準ず
る価額を含む）が含まれています。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。

２．金融商品の時価に関する事項
� 金融商品の貸借対照表上額及び時価等
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価
及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものについては、次表には含めず�に記載
しています。
別表Ⅳ－２．�へ表示（３７ページ）

� 金融商品の時価の算定方法
【資 産】
① 預 金
満期のない預金については、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ています。満期のある預金については、期間に
基づく区分ごとに、リスクフリーレートである
円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現
在価値を時価に代わる金額として算定しています。
② 有 価 証 券
債券は取引金融機関等から提示された価格に
よっています。
③ 貸 出 金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期
間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状
態が実行後大きく異なっていない限り、時価は
帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額
によっています。
一方、固定金利によるものは、貸出金の種類
及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額
をリスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・ス
ワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を
控除して時価に代わる金額として算定しています。
また、延滞の生じている債権・期限の利益を
喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当
金を控除した額を時価に代わる金額としています。

④ 経済事業未収金
経済事業未収金については短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっています。
また、延滞の生じている債権・期限の利益を
喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引
当金を控除した額を時価に代わる金額としてい
ます。
【負 債】
① 貯 金
要求払貯金については、決算日に要求された
場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしてい

は、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額（これに準ず
る価額を含む）が含まれています。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。

２．金融商品の時価に関する事項
� 金融商品の貸借対照表上額及び時価等
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価
及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものについては、次表には含めず�に記載
しています。
別表Ⅴ－２．�へ表示（４０ページ）

� 金融商品の時価の算定方法
【資 産】
① 預 金
満期のない預金については、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ています。満期のある預金については、期間に
基づく区分ごとに、リスクフリーレートである
円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現
在価値を時価に代わる金額として算定しています。
② 有 価 証 券
債券は取引金融機関等から提示された価格に
よっています。
③ 貸 出 金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期
間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状
態が実行後大きく異なっていない限り、時価は
帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額
によっています。
一方、固定金利によるものは、貸出金の種類
及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額
をリスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・ス
ワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を
控除して時価に代わる金額として算定しています。
また、延滞の生じている債権・期限の利益を
喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当
金を控除した額を時価に代わる金額としています。
④ 経済事業未収金
経済事業未収金については短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっています。
また、延滞の生じている債権・期限の利益を
喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引
当金を控除した額を時価に代わる金額としてい
ます。
【負 債】
① 貯 金
要求払貯金については、決算日に要求された
場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしてい
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ます。また、定期性貯金については、期間に基
づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを
リスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・ス
ワップレートで割り引いた現在価値を時価に代
わる金額として算定しています。

� 時価を把握することが極めて困難と認められる
金融商品
時価を把握することが極めて困難と認められる
金融商品は次のとおりであり、これらは�の金融
商品の時価情報には含まれておりません。
別表Ⅳ－２． へ表示（３７ページ）

� 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の
償還予定額
別表Ⅳ－２．!へ表示（３８ページ）

� 有利子負債の決算日後の返済予定額
別表Ⅳ－２．"へ表示（３８ページ）

Ⅴ 有価証券に関する注記
１．有価証券の時価及び評価差額に関する事項
有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次の
とおりです。
� 満期保有目的の債券で時価のあるもの
満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借
対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりです。
別表Ⅴ－１．�へ表示（３９ページ）

� その他有価証券で時価のあるもの
その他有価証券において、種類ごとの取得原価
又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差
額については、次のとおりです。
別表Ⅴ－１．�へ表示（３９ページ）

２．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はあ
りません。
３．当事業年度中に売却したその他有価証券
当事業年度中に売却したその他有価証券はありま
せん。
４．当事業年度中において、保有目的が変更となった
有価証券
当事業年度中において、保有目的が変更となった
有価証券はありません。

Ⅵ 退職給付に関する注記
１．退職給付に関する事項の概要等
� 採用している退職給付制度
職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規
程に基づき、退職一時金制度を採用しています。
また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付
の一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会と
の契約による退職金共済制度を採用しています。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

ます。また、定期性貯金については、期間に基
づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを
リスクフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・ス
ワップレートで割り引いた現在価値を時価に代
わる金額として算定しています。

� 時価を把握することが極めて困難と認められる
金融商品
時価を把握することが極めて困難と認められる
金融商品は次のとおりであり、これらは�の金融
商品の時価情報には含まれておりません。
別表Ⅴ－２． へ表示（４１ページ）

� 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の
償還予定額
別表Ⅴ－２．!へ表示（４１ページ）

� 有利子負債の決算日後の返済予定額
別表Ⅴ－２．"へ表示（４１ページ）

Ⅵ 有価証券に関する注記
１．有価証券の時価及び評価差額に関する事項
有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次の
とおりです。
� 満期保有目的の債券で時価のあるもの
満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借
対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりです。
別表Ⅵ－１．�へ表示（４２ページ）

� その他有価証券で時価のあるもの
その他有価証券において、種類ごとの取得原価
又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差
額については、次のとおりです。
別表Ⅵ－１．�へ表示（４２ページ）

２．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はあ
りません。
３．当事業年度中に売却したその他有価証券
当事業年度中に売却したその他有価証券はありま
せん。
４．当事業年度中において、保有目的が変更となった
有価証券
当事業年度中において、保有目的が変更となった有
価証券はありません。

Ⅶ 退職給付に関する注記
１．退職給付に関する事項の概要等
� 採用している退職給付制度
職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規
程に基づき、退職一時金制度を採用しています。
また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付
の一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会と
の契約による退職金共済制度を採用しています。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
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給付債務とする方法を用いた簡便法を適用してい
ます。
� 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 ８１，０３６千円
退職給付費用 ３７，２１９千円
退職給付の支払額 ▲１０，９９８千円
特定退職共済制度への拠出金 ▲２４，２９２千円
期末における退職給付引当金 ８２，９６４千円

� 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上
された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 ５１５，５４０千円
特定退職共済制度 ▲４３２，５７５千円
未積立退職給付債務 ８２，９６４千円
退職給付引当金 ８２，９６４千円

� 退職給付に関連する損益
勤務費用 ３７，２１９千円
退職給付費用 ３７，２１９千円

２．特例業務負担金の将来見込額
法定福利費には、厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５７
条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）がおこな
う特例年金等の業務に要する費用にあてるため拠出
した特例業務負担金１２，９９０千円を含めて計上してい
ます。
なお、同組合より示され平成３０年３月現在におけ
る平成４４年３月までの特例業務負担金の将来見込額
は、１７１，１３９千円となっています。

Ⅶ 税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主
な内訳は次のとおりです。
繰延税金資産
貸倒引当金超過額 １０８，９０７千円
退職給与引当金 ２２，５６６千円
役員退職慰労引当金 ８，０７１千円
未払事業税 ３，４５２千円
債権償却否認額 ０千円
減損損失否認額 １６，８１９千円
未収利息不計上額 ３，５７７千円
減価償却費超過額 ９，２１５千円
外部出資等損失引当金 １５６千円
給料手当未払否認額 ７，３７９千円
その他 １，５０８千円
繰延税金資産小計 １８１，６５４千円
評価性引当金 △１２５，２１８千円
繰延税金資産合計# ５６，４３６千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △２６，３６６千円
繰延税金負債合計$ △２６，３６６千円
繰延税金資産の純額#＋$ ３０，０７０千円

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用してい
ます。
� 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 ８２，８７９千円
退職給付費用 ３６，００３千円
退職給付の支払額 ▲１１，６９３千円
特定退職共済制度への拠出金 ▲２６，１５３千円
期末における退職給付引当金 ８１，０３６千円

� 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上
された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 ５８２，４５９千円
特定退職共済制度 ▲５０１，４２３千円
未積立退職給付債務 ８１，０３６千円
退職給付引当金 ８１，０３６千円

� 退職給付に関連する損益
勤務費用 ３６，００３千円
退職給付費用 ３６，００３千円

２．特例業務負担金の将来見込額
法定福利費には、厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５７
条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）がおこな
う特例年金等の業務に要する費用にあてるため拠出
した特例業務負担金１３，４４８千円を含めて計上してい
ます。
なお、同組合より示され平成２８年３月現在におけ
る平成４４年３月までの特例業務負担金の将来見込額
は、１８６，３０２千円となっています。

Ⅷ 税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主
な内訳は次のとおりです。
繰延税金資産
貸倒引当金超過額 １２３，５６６千円
退職給与引当金 ２２，０４１千円
役員退職慰労引当金 ８，６０５千円
未払事業税 ３，５４８千円
債権償却否認額 ０千円
減損損失否認額 １８，１６５千円
未収利息不計上額 ３，０４７千円
減価償却費超過額 ９，８７４千円
外部出資等損失引当金 ３７１千円
給料手当未払否認額 １１，７７０千円
その他 ９５６千円
繰延税金資産小計 ２０１，９４９千円
評価性引当金 △１４１，９８１千円
繰延税金資産合計# ５９，９６７千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △２４，３６６千円
繰延税金負債合計$ △２４，３６６千円
繰延税金資産の純額#＋$ ３５，６０１千円
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２．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原
因
法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原
因は次のとおりです。
法定実効税率 ２７．２％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 ２．５２％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目

▲１．９９％
住民税均等割等 １．０１％
評価性引当額の増減 ▲６．１８％
寄付金の損金不算入 ０．３６％
その他 １．３６％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２４．２８％

Ⅷ 重要な後発事象に関する注記
記載すべき事象はありません。

Ⅸ 持分法損益等に関する注記
関連法人等の持分等損益に関する主な内訳は次のと
おりです。
� 関連法人等に対する投資の金額 １１，９００千円
� 持分法を適用した場合の投資の金額 １６，２９３千円

� 持分法を適用した場合の投資利益の金額
４，３９３千円

別表Ⅸ１．へ表示（３９ページ）

Ⅹ キャッシュ・フロー計算書に関する注記
１．現金及び現金同等物の資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
貸 借対照表上の「現金」及び「預金」のうち、「現
金」及 び「預金」中の当座預金、普通預金及び通
知預金となっております。
２．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記
載されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定 ２６，３０７，８３８千円
定 期 預 金 △２５，５１０，０００千円
現金及び現金同等物 ７９７，８３８千円

２．法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原
因
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異が法定実効税率の１００分の５以下
であるため注記を省略しています。

Ⅸ 重要な後発事象に関する注記
記載すべき事象はありません。

Ⅹ その他の注記
（追加情報）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第２６号 平成２８年３月２８日）
を当事業年度から適用しています。

ⅩⅠ 持分法損益等に関する注記
１．関連法人等の持分等損益に関する主な内訳は次の
とおりです。
� 関連法人等に対する投資の金額 １１，９００千円
� 持分法を適用した場合の投資の金額

１６，０４０千円
� 持分法を適用した場合の投資利益の金額

４，１４１千円
別表ⅩⅠ－１．へ表示（４２ページ）

ⅩⅡ キャッシュ・フロー計算書に関する注記
１．現金及び現金同等物の資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、
貸借対照表上の「現金」及び「預金」のうち、「現
金」及び「預金」中の当座預金、普通預金及び通知
預金となっております。
２．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記
載されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定 ２４，３９９，８８４千円
定 期 預 金 △２３，３１０，０００千円
現金及び現金同等物 １，０８９，８８４千円
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※注記表中の表の表示

（平成２９年度）
Ⅳ 金融商品に関する注記
２．金融商品の時価に関する事項
� 金融商品の貸借対照表上額及び時価等
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず�に
記載しています。
別表Ⅳ－２．� （単位：千円）

（※１）貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金４５７千円を含めています。
（※２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
（※３）経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。

� 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
別表Ⅳ－２． （単位：千円）

（※１）外部出資のうち、市場価値のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて
困難であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。

貸借対照表計上額 時 価 差 額

預 金 ２６，０４７，６６０ ２６，０３７，６６０ △ ９，９９９

有 価 証 券

満期保有目的の債権 ２６９，９０４ ２８０，４２４ １０，５１９

そ の 他 有 価 証 券 １，１４９，４８０ １，１４９，４８０ －

貸 出 金（※１） ６，７９７，０９４

貸 倒 引 当 金（※２） △ ２３６，３３４

貸倒引当金控除後 ６，５６０，７６０ ６，８２２，８０３ ２６２，５０３

経 済 事 業 未 収 金 １，２７２，９８３

貸 倒 引 当 金（※３） △ １９５，２６０

貸倒引当金控除後 １，０７７，７２３ １，０７７，７２３ －

経 済 受 託 債 権 １，８２３，１３２ １，８２３，１３２ －

資 産 計 ３６，９２８，６６１ ３７，１９１，２２４ △ ２６３，０２２

貯 金 ３８，１６１，１９１ ３８，１７８，６６９ １７，４７７

負 債 計 ３８，１６１，１９１ ３８，１７８，６６９ １７，４７７

貸借対照表計上額

外 部 出 資（※１） ２，９３２，７９８

外部出資等損失引当金 ５７４

引 当 金 控 除 後 ２，９３２，２７４
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� 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
別表Ⅳ－２．! （単位：千円）

（※１）貸出金のうち、当座貸越９９，２４５千円については「１年以内」に含めています。
（※２）貸出金のうち、３カ月以上延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等３２４，４５８千

円は償還の予定が見込まれないため、含まれていません。
（※３）経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等４９，５２８千円は

償還の予定が見込まれないため、含まれていません。

� 有利子負債の決算日後の返済予定額
別表Ⅳ－２．" （単位：千円）

（※１）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて開示します。

１ 年 以 内 １年超２年以内 ２年超３年以内

預 金 ２４，０４７，６６０ － －

有 価 証 券

満期保有目的の債権 － － １５０，０００

その他有価証券のうち
満 期 が あ る も の

－ － －

貸 出 金（※１・２） １，０２０，６４４ ７４９，３０７ ６１９，０１２

経済事業未収金（※３） １，２１２，７１２ － －

経 済 受 託 債 権 １，８２３，１３２ － －

合 計 ３０，１１４，８９１ ７４９，３０７ ７６９，０１２

３年超４年以内 ４年超５年以内 ５ 年 超

預 金 － － －

有 価 証 券

満期保有目的の債権 １００，０００ ２０，０００

その他有価証券のうち
満 期 が あ る も の

－ － １，０５０，０００

貸 出 金（※１・２） ５１１，３６０ ４３１，２４７ ３，１４０，６０６

経済事業未収金（※３） － － －

合 計 ６１１，３６０ ４３１，２４７ ４，２１０，６０６

１年以内 １ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内 ５ 年 超

貯 金（※１）３４，８８３，９３１ １，４６４，５１４ １，６４２，１０４ ８２，６８３ ６５，３５８ １１，７１１

合 計 ３４，８８３，９３１ １，４６４，５１４ １，６４２，１０４ ８２，６８３ ６５，３５８ １１，７１１
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Ⅴ 有価証券に関する注記
１．有価証券の時価及び評価差額に関する事項
有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次の通りです。
� 満期保有目的の債券で時価のあるもの
満期保有目的の債権において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。
別表Ⅴ－１．� （単位：千円）

� その他有価証券で時価のあるもの
その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれら
の差額については、次のとおりです。
別表Ⅴ－１．� （単位：千円）

（※）上記評価差額金から繰延税金負債２６，３６６千円を差し引いた額７０，５６８千円が、「その他有価証券
評価差額金」に含まれています。

Ⅸ 持分法損益等に関する注記
１．関連法人等の持分等損益に関する主な内訳は次のとおりです。
� 関連法人等に対する投資の金額 １１，９００千円
� 持分法を適用した場合の投資の金額 １６，２９３千円
� 持分法を適用した場合の投資利益の金額 ４，３９３千円
別表Ⅸ－１． （単位：千円）

貸借対照表計上額 時 価 差 額

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

国 債 ２０，０１４ ２０，９４４ ９２９

地方債 ２４９，８８９ ２５９，４８０ ９，５９０

計 ２６９，９０４ ２８０，４２４ １０，５１９

取 得 原 価 貸借対照表計上額 評価差額（※）

貸借対照表計上額が
取 得 原 価 又 は
償却原価を超えるもの

国 債 ５２，４６０ ５０，１５３ ２，３０６

地 方 債 ５４５，１５０ ４９９，９７７ ４５，１７２

社 債 ３２５，６１０ ３０２，４８５ ２３，１２４

政府保証債 ２２６，２６０ １９９，９２９ ２６，３３０

計 １，１４９，４８０ １，０５２，５４５ ９６，９３４

㈱ ジ ェ イ エ イ
山本葬祭センター 八峰白神自然食品㈱

� 関連法人等に対する投資の金額 ９，９００ ２，０００
� 持分法を適用した場合の投資の
金額 １４，７５１ １，５４３

� 持分法を適用した場合の投資利
益の金額 ４，８５１ △ ４５７
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※注記表中の表の表示

（平成２８年度）
Ⅳ 損益計算書に関する注記
２．減損会計に関する注記
� 資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グループの概要
当事業年度に減損損失を計上した固定資産は、以下のとおりです。
別表Ⅳ－２．�

Ⅴ 金融商品に関する注記
２．金融商品の時価に関する事項
� 金融商品の貸借対照表上額及び時価等
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず�に
記載しています。
別表Ⅴ－２．� （単位：千円）

（※１）貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金１，２７９千円を含めています。
（※２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
（※３）経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。

場 所 用 途 種 類 そ の 他

上 岩 川 小 又 口 遊 休 土 地 業 務 外

上 岩 川 Ｃ Ｅ 遊 休 土 地 、 建 物 業 務 外

旧 沢 目 支 店 遊 休 土 地 、 建 物 業 務 外

旧 下 岩 川 支 店 遊 休 土 地 、 建 物 業 務 外

旧 上 岩 川 出 張 所 遊 休 土 地 、 建 物 業 務 外

貸借対照表計上額 時 価 差 額

預 金 ２４，０８４，３６１ ２４，０７２，７７６ △ １１，５８４

有 価 証 券

満期保有目的の債権 ３６９，８６６ ３８５，０７９ １，５２２

そ の 他 有 価 証 券 １，１４２，３９５ １，１４２，３９５ －

貸 出 金（※１） ７，１１８，１７９

貸 倒 引 当 金（※２） △ ２６７，１６０

貸倒引当金控除後 ６，８５１，０１９ ７，１４９，１０７ △ １０，０６１

経 済 事 業 未 収 金 １，２５１，７５４

貸 倒 引 当 金（※３） △ ２１７，８８７

貸倒引当金控除後 １，０３３，８６６ １，０３３，８６６ －

資 産 計 ３３，４８１，５０８ ３３，７８３，２２５ △ １０，０６１

貯 金 ３６，４６２，１５１ ３６，４８３，９５０ ４，３２４

負 債 計 ３６，４６２，１５１ ３６，４８３，９５０ ４，３２４
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� 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
別表Ⅴ－２． （単位：千円）

（※１）外部出資のうち、市場価値のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて
困難であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。

� 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
別表Ⅴ－２．! （単位：千円）

（※１）貸出金のうち、当座貸越９５，７７４千円については「１年以内」に含めています。
（※２）貸出金のうち、３カ月以上延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等３４６，６４９千

円は償還の予定が見込まれないため、含まれていません。
（※３）経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等３９，０４２千円は

償還の予定が見込まれないため、含まれていません。

貸借対照表計上額

外 部 出 資（※１） ２，９３２，７９８

外部出資等損失引当金 １，３６６

引 当 金 控 除 後 ２，９３１，４３２

１ 年 以 内 １年超２年以内 ２年超３年以内

預 金 ２４，０８４，３６１ － －

有 価 証 券

満期保有目的の債権 １００，０００ － －

その他有価証券のうち
満 期 が あ る も の

－ －

貸 出 金（※１・２） １，１０５，９８６ ７９１，２２７ ６５９，６７３

経済事業未収金（※３） １，２１２，７１２ － －

合 計 ２６，５０３，０６０ ７９１，２２７ ６５９，６７３

３年超４年以内 ４年超５年以内 ５ 年 超

預 金 － － －

有 価 証 券

満期保有目的の債権 － １５０，０００ １２０，０００

その他有価証券のうち
満 期 が あ る も の

－ － １，０５０，０００

貸 出 金（※１・２） ５３４，６１４ ４４０，０１１ ３，２４１，２９４

経済事業未収金（※３） － － －

合 計 ５３４，６１４ ５９０，０１１ ４，４１１，２９４
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� 有利子負債の決算日後の返済予定額
別表Ⅴ－２．" （単位：千円）

（※１）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて開示しています。

Ⅵ 有価証券に関する注記
１．有価証券の時価及び評価差額に関する事項
有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。
� 満期保有目的の債券で時価のあるもの
満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。
別表Ⅵ－１．� （単位：千円）

� その他有価証券で時価のあるもの
その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれら
の差額については、次のとおりです。
別表Ⅵ－１．� （単位：千円）

（※）上記評価差額金から繰延税金負債２４，３６６千円を差し引いた額６５，２１５千円が、「その他有価証券
評価差額金」に含まれています。

ⅩⅠ 持分法損益等に関する注記
１．関連法人等の持分等損益に関する主な内訳は次のとおりです。
� 関連法人等に対する投資の金額 １１，９００千円
� 持分法を適用した場合の投資の金額 １６，０４０千円
� 持分法を適用した場合の投資利益の金額 ４，１４１千円
別表ⅩⅠ－１． （単位：千円）

貸借対照表計上額 時 価 差 額

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

国 債 ２０，０１７ ２１，１０４ １，０８６

地方債 ３４９，８４８ ３６３，９７５ １４，１２６

計 ３６９，８６６ ３８５，０７９ １５，２１２

取 得 原 価 貸借対照表計上額 評価差額（※）

貸借対照表計上額が
取 得 原 価 又 は
償却原価を超えるもの

国 債 ５０，２０９ ５２，８４５ ２，６６３

地 方 債 ４９９，９７５ ５４２，１５０ ４２，１７４

社 債 ３０２，７３２ ３２５，４７０ ２２，７３７

政府保証債 １９９，９２５ ２２１，９３０ ２２，００４

計 １，０５２，８１３ １，１４２，３９５ ８９，５８１

１年以内 １ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内 ５ 年 超

貯 金（※１）３１，５７６，３０１ ２，９８６，９８５ １，２５８，６７８ ５４４，５２７ ７７，９７３ ６，４３６
合 計 ３１，５７６，３０１ ２，９８６，９８５ １，２５８，６７８ ５４４，５２７ ７７，９７３ ６，４３６

㈱ ジ ェ イ エ イ
山本葬祭センター 八峰白神自然食品㈱

� 関連法人等に対する投資の金額 ９，９００ ２，０００
� 持分法を適用した場合の投資の
金額 １４，３８８ １，６５２

� 持分法を適用した場合の投資利
益の金額 ４，４８８ △ ３４７
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５．剰余金処分計算書（平成２９年度）

（注）

１．出資配当金は年１．５％の割合である。

ただし、年度内の増資及び新加入については日割り計算をする。

２．任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、取崩基準等は別表のとおりである。

３．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額１１，０００，０００円が含ま

れている。

〈別 表〉 （単位：円）

科 目 金 額

１．当 期 未 処 分 剰 余 金 ３５９，２４３，８０９

計 ３５９，２４３，８０９

２．剰 余 金 処 分 額 ２７６，７６４，３５２

� 利 益 準 備 金 ４２，０００，０００

� 任 意 積 立 金 ２００，０００，０００

園芸作物価格補償補てん積立金 ８０，０００，０００

リ ス ク 管 理 積 立 金 ７０，０００，０００

施 設 整 備 積 立 金 ５０，０００，０００

� 出 資 配 当 金 ３４，７６４，３５２

普通出資に対する配当金 ３４，７６４，３５２

３．次 期 繰 越 剰 余 金 ８２，４７９，４５７

種 類 積 立 目 的 積立目標額 取 崩 基 準 当期末残高

米販売対策積立金
米の販売における
諸リスクに対応す
るため

１５０，０００，０００
米の販売において、諸リスクが
発生した場合は、理事会の議決
を経て取崩す。

１００，０００，０００

園芸振興積立金

園芸振興を図るた
め新たに必要とす
る施設・機械設
備・資材等の導入
のため

２００，０００，０００

農業者の所得増大、農業生産の
拡大のため、国庫事業及び県単
事業を活用し、園芸メガ団地等
へ取組む生産者を支援するため、
理事会の決議を経て取崩す。

－

リスク管理積立金

経営基盤に影響を
与える将来的なリ
スクの発生に備え
るため

１５０，０００，０００

① 会計基準の変更等により、
多額の損失が生じたとき。
② 固定資産の減損損失により、
多額の損失が生じたとき。
③ 農林年金制度完了に伴う一
括費用処理の必要性が生じた
とき。
④ その他、経営基盤に影響を
及ぼす損失、費用が生じたと
き、理事会の決議を経て取崩
す。

８０，０００，０００

施設整備積立金
施設の取得、改善、
除却、解体費用等
に充てるため

１００，０００，０００

施設の改善等を行うとき、取得
額、減価償却額、解体費用等の
発生額を、理事会の決議を経て
取崩す。

５０，０００，０００

（単位：円）
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５．剰余金処分計算書（平成２８年度）

（注）

１．出資配当金は年１．５％の割合である。

ただし、年度内の増資及び新加入については日割り計算をする。

２．任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、取崩基準等は別表のとおりである。

３．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額８，０００，０００円が含ま

れています。

〈別 表〉 （単位：円）

科 目 金 額

１．当 期 未 処 分 剰 余 金 ２８８，５８２，８８９

計 ２８８，５８２，８８９

２．剰 余 金 処 分 額 １４９，６３０，１７８

� 利 益 準 備 金 ３２，０００，０００

� 任 意 積 立 金 ８２，６３７，７３３

園芸作物価格補償補てん積立金 ２，６３７，７３３

リ ス ク 管 理 積 立 金 ３０，０００，０００

施 設 整 備 積 立 金 ５０，０００，０００

� 出 資 配 当 金 ３４，９９２，４４５

普通出資に対する配当金 ３４，９９２，４４５

３．次 期 繰 越 剰 余 金 １３８，９５２，７１１

種 類 積 立 目 的 積立目標額 取 崩 基 準 当期末残高

米販売対策積立金
米の販売における
諸リスクに対応す
るため

１５０，０００，０００
米の販売において、諸リスクが
発生した場合は、理事会の議決
を経て取崩す。

１００，０００，０００

園芸作物価格補償
補 て ん 積 立 金

生産農家の経営安
定と園芸作物の生
産振興を図るため

１５，０００，０００
米の販売において、諸リスクが
発生した場合は、理事会の議決
を経て取崩す。

１２，３６２，２６７

リスク管理積立金

経営基盤に影響を
与える将来的なリ
スクの発生に備え
るため

１５０，０００，０００

① 会計基準の変更等により、
多額の損失が生じたとき。
② 固定資産の減損損失により、
多額の損失が生じたとき。
③ 農林年金制度完了に伴う一
括費用処理の必要性が生じた
とき。
④ その他、経営基盤に影響を
及ぼす損失、費用が生じたと
き、理事会の決議を経て取崩
す。

５０，０００，０００

施設整備積立金
施設の取得、改善、
除却、解体費用等
に充てるため

１００，０００，０００

施設の改善等を行うとき、取得
額、減価償却額、解体費用等の
発生額を、理事会の決議を経て
取崩す。

－

（単位：円）
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６．部門別損益計算書（平成２９年度）

（注）１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等は、次のとおりです。
� 共通管理費等 （人頭割＋人件費を除いた事業管理費割＋事業総利益割）／３
� 営農指導事業 （均等割＋事業総利益割）／２
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）は、次のとおりです。 （単位：％）

区 分 計 信用事業 共済事業
農業関連
事 業

生 活
その他事業

営農指導
事 業

共 通
管理費等

事 業 収 益 ① ５，７０７，５５７ ３５５，６８８ ４１４，３３５ ３，１２９，０３５ １，７９８，８４６ ９，６５３

事 業 費 用 ② ４，２４２，３６９ ８８，１４６ ４８，７８３ ２，４５１，３２４ １，５８２，９００ ７１，２１４

事 業 総 利 益 ③
（①－②）

１，４６５，１８８ ２６７，５４１ ３６５，５５１ ６７７，７１０ ２１５，９４５ △６１，５６１

事 業 管 理 費 ④ １，２１７，９８１ １４８，４６６ ２１９，９１１ ５６９，６２６ ２３１，３１０ ４８，６６６

（うち減価償却費 ⑤）（ １８８，２３３）（ １３，８４８）（ ６，００５）（ １２７，０２０）（ ３９，６２２）（ １，７３５）

（う ち 人 件 費 ⑤’）（ ７６３，３８２）（ ９７，３５８）（ １７３，１２７）（ ３１１，８０９）（ １４０，３０１）（ ４０，７８６）

うち共通管理費 ⑥ ４５，３４０ ６０，１４６ １５６，７２９ ５７，８３８ ９，６９４ △３２９，７４９

（うち減価償却費 ⑦） （ ８５２）（ １，１３１）（ ２，９４７）（ １，０８７）（ １８２）（△ ６，２０１）

（うち人件費 ⑦’） （ ２３，６３４）（ ３１，３５２）（ ８１，６９７）（ ３０，１４９）（ ５，０５３）（△１７１，８８７）

事 業 利 益 ⑧
（③－④）

２４７，２０６ １１９，０７５ １４５，６４０ １０８，０８３ △１５，３６４ △１１０，２２８

事 業 外 収 益 ⑨ ５２，８４１ ２６，９０３ １５，２８７ ７，０３６ ３，３０６ ３０８

うち共通分 ⑩ １，４４１ １，９１１ ４，９８２ １，８３８ ３０８ △１０，４８１

事 業 外 費 用 ⑪ ３，６５５ ５０２ ６６６ １，７３７ ６４１ １０７

うち共通分 ⑫ ５０２ ６６６ １，７３７ ６４１ １０７ △ ３，６５５

経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪）

２９６，３９１ １４５，４７５ １６０，２６１ １１３，３８２ △１２，６９９ △１１０，０２７

特 別 利 益 ⑭ １０，０２３ １，３７８ １，８２８ ５０，３８５ １，７５８ ２９４

うち共通分 ⑮ １，３７８ １，８２８ ４，７６４ １，７５８ ２９４ △１０，０２３

特 別 損 失 ⑯ ３５，２７８ ４，０７５ ５，４０６ １４，０８７ １０，８３８ ８７１

うち共通分 ⑰ ４，０７５ ５，４０６ １４，０８７ ５，１９８ ８７１ △２９，６３８

税引前当期利益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯）

２７１，１３６ １４２，７７８ １５６，６８３ １０４，０５９ △２１，７８０ △１１０，６０４

営 農 指 導 事 業
分 配 賦 額

⑲ ２３，５１４ ２７，０６４ ３８，４０１ ２１，６２３ △１１０，６０４

営農指導事業分配
賦後税引前当期利益

⑳

（⑱－⑲）
２７１，１３６ １１９，２６３ １２９，６１８ ６５，６５７ △４３，４０３

区 分 信 用 事 業 共 済 事 業
農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業

計

共 通 管 理 費 等 １３．７５％ １８．２３％ ４７．５３％ １７．５４％ ２．９５％ １００．００

営 農 指 導 事 業 ２１．２５％ ２４．４６％ ３４．７１％ １９．５８％ １００．００

（単位：千円）
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６．部門別損益計算書（平成２８年度）

（注）１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等は、次のとおりです。
� 共通管理費等 （人頭割＋人件費を除いた事業管理費割＋事業総利益割）／３
� 営農指導事業 （均等割＋事業総利益割）／２
２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）は、次のとおりです。 （単位：％）

区 分 計 信用事業 共済事業
農業関連
事 業

生 活
その他事業

営農指導
事 業

共 通
管理費等

事 業 収 益 ① ５，５９８，１１２ ３７１，８２９ ４１８，８００ ３，１７７，９２２ １，６１７，７５８ １１，８０２

事 業 費 用 ② ４，１５８，１４６ １０２，３１８ ５０，８５５ ２，５１５，３４８ １，４１６，７８６ ７２，８３７

事 業 総 利 益 ③
（①－②）

１，４３９，９６６ ２６９，５１１ ３６７，９４４ ６６２，５７４ ２００，９７１ △６１，０３５

事 業 管 理 費 ④ １，２２０，９５３ １５１，７７３ ２２９，７１２ ５５７，６２６ ２２８，７４４ ５３，０９６

（うち減価償却費 ⑤）（ １８６，５９８）（ １０，５６９）（ ６，８４７）（ １３１，９１４）（ ３５，５５３）（ １，７１３）

（う ち 人 件 費 ⑤’）（ ７６７，２３５）（ １０３，８４５）（ １８１，４２３）（ ２９７，２９４）（ １３９，４０６）（ ４５，２６４）

うち共通管理費 ⑥ ４４，８３３ ６０，６５５ １５２，１４２ ５８，２５１ ８，９９９ △３２４，８８２

（うち減価償却費 ⑦） （ ７９２）（ １，０７１）（ ２，６８７）（ １，０２９）（ １５８）（△ ５，７３９）

（うち人件費 ⑦’） （ ２３，２００）（ ３１，３８７）（ ７８，７３０）（ ３０，１４３）（ ４，６５６）（△１６８，１１９）

事 業 利 益 ⑧
（③－④）

２１９，０１２ １１７，７３７ １３８，２３２ １０４，９４８ △２７，７７３ △１１４，１３１

事 業 外 収 益 ⑨ ５３，３８５ ２６，４１５ １５，５５７ ７，５２６ ３，５６２ ３２３

うち共通分 ⑩ １，６１２ ２，１８１ ５，４７２ ２，０９５ ３２３ △１１，６８５

事 業 外 費 用 ⑪ １，９０８ ２６３ ３５６ ８９３ ３４２ ５２

うち共通分 ⑫ ２６３ ３５６ ８９３ ３４２ ５２ △ １，９０８

経 常 利 益 ⑬
（⑧＋⑨－⑪）

２７０，４８９ １４３，８８９ １５３，４３３ １１１，５８１ △２４，５５２ △１１３，８６１

特 別 利 益 ⑭ ５，８２２ １１３ １５３ ５０，３８５ １４７ ２２

うち共通分 ⑮ １１３ １５３ ３８５ １４７ ２２ △ ８２２

特 別 損 失 ⑯ １０３，０２７ ７，３１７ ９，９００ ７４，８３２ ９，５０７ １，４６８

うち共通分 ⑰ ７，３１７ ９，９００ ２４，８３２ ９，５０７ １，４６８ △５３，０２７

税引前当期利益 ⑱
（⑬＋⑭－⑯）

２１８，２８４ １３６，６８４ １４３，６８６ ８７，１３３ △３３，９１３ △１１５，３０７

営 農 指 導 事 業
分 配 賦 額

⑲ ２４，７６７ ２８，５５０ ３９，８７３ ２２，１１５ △１１５，３０７

営農指導事業分配
賦後税引前当期利益

⑳

（⑱－⑲）
２１８，２８４ １１１，９１６ １１５，１３６ ４７，２６０ △５６，０２９

区 分 信 用 事 業 共 済 事 業
農 業 関 連
事 業

生活その他
事 業

営 農 指 導
事 業

計

共 通 管 理 費 等 １３．８０ １８．６６ ４６．８３ １７．９２ ２．７９ １００．００

営 農 指 導 事 業 ２１．４７ ２４．７５ ３４．５７ １９．２１ １００．００

（単位：千円）
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７．財務諸表の正確性等にかかる確認
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Ⅱ 損 益 の 状 況

１．最近の５事業年度の主要な経営指標

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
３．信託業務の取り扱いは行っていません。
４．「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８
年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しております。

５．平成２３年度より、農業関連事業収益、生活その他事業収益の購買手数料は差引表記ではなく、購
買供給原価を費用収益にそれぞれ加えて表記しています。また、農業関連事業収益の買取販売手数
料は差引表記ではなく、販売品販売原価をそれぞれ費用収益に加えて表記しています。

項 目 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度

経 常 収 益（事業収益） ５，５９８，１１２ ５，５９８，１１２ ５，６３３，７４４ ５，８０５，２４１ ６，８９０，０２２

信 用 事 業 収 益 ３５５，６８８ ３７１，８３０ ３９５，３１９ ４０６，５０１ ４０３，２９１

共 済 事 業 収 益 ４１４，３３５ ４１８，８００ ４２７，５０８ ４２６，２０７ ４３４，９７１

農業関連事業収益 ３，１２９，０３５ ３，１７７，９２４ ３，１０２，４４８ ２，８６０，３９７ ３，６９０，７０８

生活その他事業収益 １，７９８，８４６ １，６１７，７５６ １，７０１，９５９ ２，１０５，７２７ ２，３５５，５７０

営農指導事業収益 ９，６５３ １１，８０２ ６，５０７ ６，４０９ ５，４８２

経 常 利 益 ２９６，３９１ ２７０，４８９ ２９１，４３８ ２４９，２３９ ２３１，８３３

当 期 剰 余 金 ２０５，２９１ １５８，４８９ １８７，７３４ １７０，３９５ １３８，２６５

出 資 金 ２，３９７，０５５ ２，４１２，９９０ ２，４５０，５４５ ２，５２０，７９５ ２，５６２，８２５

（出 資 口 数） （ ４７９，４１１）（ ４８２，５９８）（ ４９０，１０９）（ ５０４，１５９）（ ５１２，５６５）

純 資 産 額 ３，７４５，５８２ ３，５５９，４６０ ３，４５０，２９６ ３，２７９，４９４ ３，１８６，９７５

総 資 産 額 ４３，２４２，０５２ ４１，４０９，３０５ ４０，０６７，８２２ ３８，８５５，７３０ ３９，０９５，５９５

貯 金 等 残 高 ３８，１６１，１９１ ３６，４６２，１５１ ３５，０１２，８７４ ３４，１１２，６２５ ３３，７５９，２９６

貸 出 金 残 高 ６，７９６，６３６ ７，１１８，１７９ ７，７３３，１５１ ８，５１９，５０７ ８，５８９，７３２

有 価 証 券 残 高 １，４１９，３８４ １，５１２，２６１ １，５３３，８９４ １，１４７，０２７ ８６２，３３６

剰 余 金 配 当 金 額 ３７，７６４ ３４，９９２ ３０，５３２ ３１，１２８ ３１，８１２

出 資 配 当 額 ３７，７６４ ３４，９９２ ３０，５３２ ３１，１２８ ３１，８１２

職 員 数 １２２ １２３ １２６ １２７ １２８

単 体 自 己 資 本 比 率 １５．７５ １５．３７ １６．３７ １６．３１ １６．４２

（単位：千円、口、人、％）
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２．利 益 総 括 表

３．資金運用収支の内訳

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価率（資金調達利回＋経費率）
２．資金運用勘定の利息欄の預金には、中金からの事業利用分量配当金、貯蓄増強奨励金、特別対策
奨励金等奨励金が含まれています。

４．受取・支払利息の増減額

（注）１．増減額は前年度対比です。
２．受取利息の預金には、中金からの事業利用分量配当金、貯蓄増強奨励金、特別対策奨励金等奨励
金が含まれています。

項 目 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

資 金 運 用 収 支 ３０７，０３９ ３４４，５６８ △ ３７，５２９

役 務 取 引 等 収 支 ３，４０５ ３，２０５ ２００

その他信用事業収支 △ ４２，９０３ △ ５５，０３１ １２，１２８

信 用 事 業 粗 利 益 ２６７，５４１ ２６９，５１１ △ １，９７０

（信用事業粗利益率） （ ０．７９） （ ０．８３） （△ ８）

事 業 粗 利 益 １，４６５，１８８ １，４３９，９６５ ２５，２２３

（事 業 粗 利 益 率） （ ３．３９） （ ３．５１） （ １）

項 目
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

平均残高 利 息 利 回 平均残高 利 息 利 回

資 金 運 用 勘 定 ３３，２３４ ３１４ ０．９４ ３１，６５４ ３３２ １．０５

う ち 預 金 ２４，８０６ １４０ ０．５６ ２２，７００ １４０ ０．６２

う ち 有 価 証 券 １，３７８ １５ １．０９ １，４２２ １６ １．１６

う ち 貸 出 金 ７，０５０ １５９ ２．２６ ７，５３０ １７５ ２．３３

資 金 調 達 勘 定 ３７，４８８ ２７ ０．０６ ３５，８３０ ２７ ０．０８

うち貯金・定期積金 ３７，４０８ ２３ ０．０６ ３５，７２８ ２６ ０．０７

う ち 借 入 金 ８０ １ １．２５ １０１ １ １．１６

総 資 金 利 ざ や － － ０．４９ － － ０．６７

項 目 平成２９年度増減額 平成２８年度増減額

受 取 利 息 △ １７，１７９ △ １７，６３１

う ち 預 金 △ ５４ ２，０４０

う ち 有 価 証 券 △ ７９１ ８３０

う ち 貸 出 金 △ １１，５１８ △ １６，８１７

支 払 利 息 △ ２，５５６ △ ５，３７４

うち貯金・定期積金 △ ２，３０１ △ ４，７９９

う ち 借 入 金 △ ２５５ △ ５７５

差 し 引 き △ ９，８０７ △ １２，２５６

（単位：千円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：千円）
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Ⅲ 事 業 の 概 況
１．信 用 事 業
� 貯金に関する指標

① 科目別貯金平均残高

（注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金

２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金

３．（ ）内は構成比です。

② 定期貯金残高

（注）１．固定金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金

２．変動金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金

３．（ ）内は構成比です。

� 貸出金等に関する指標

① 科目別貸出金平均残高

② 貸出金の金利条件別内訳残高

（注）（ ）内は構成比です。

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

流 動 性 貯 金 １７，８７４（４６．０） １６，１０４（４５．０） １，７７０

定 期 性 貯 金 ２０，２８７（５４．０） １９，６２４（５５．０） ６６３

合 計 ３８，１６１（１００．０） ３５，７２８（１００．０） ２，４３３

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

定 期 貯 金 ２０，２８７（１００．０） １９，７１８（１００．０） ５６９

うち固定金利定期 ２０，２８７（１００．０） １９，７１８（１００．０） ５６９

うち変動金利定期 － （ －） － （ －） －

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

証 書 貸 付 ６，３６０ ６，８３３ △ ４７３

当 座 貸 越 １０４ １１０ △ ６

合 計 ６，４６４ ６，９４３ △ ４７９

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

固 定 金 利 貸 出 ４，２２４（６２．１） ４，５２８（６３．６） △ ３０４

変 動 金 利 貸 出 ２，５７２（３７．９） ２，５９０（３６．４） △ １８

合 計 ６，７９６（１００．０） ７，１１８（１００．０） △ ３２２

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

（単位：百万円、％）
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③ 貸出金の担保別内訳残高

④ 債務保証見返額の担保別内訳残高

該当する取引はありません。

⑤ 貸出金の使途別内訳残高

（注）（ ）内は構成比です。

⑥ 貸出金の業種別残高

（注）（ ）内は構成比（貸出金全体に対する割合）です。

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

貯 金 ・ 定 期 積 金 等 ５６ ５７ △ １

不 動 産 ２９８ ３４７ △ ４９

そ の 他 担 保 物 ２２０ ２４７ △ ２７

小 計 ５７４ ６５３ △ ７８

農業信用基金協会保証 ２，５８７ ２，６２８ △ ４１

そ の 他 保 証 １，０７９ １，００５ ７４

小 計 ３，６６６ ３，６３３ ３３

信 用 ２，５５４ ２，８３１ △ ２７７

合 計 ６，７９６ ７，１１８ △ ３２１

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

設 備 資 金 ６１０（ ８．９） ５４６（ ７．６） ６４

運 転 資 金 ６，１８６（９１．１） ６，５７２（９１．１） △ ２５７

合 計 ６，７９６（１００．０） ７，１１８（１００．０） △ ３２１

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

農 業 ６９６（１０．２） ７１４（１０．０） △ １７

林 業 － （ －） － （ －） －

水 産 業 ０（ ０．０） １（ ０．０） ０

製 造 業 ５（ ０．０） ５（ ０．０） ０

建 設 ・ 不 動 産 業 ６４（ ０．９） ７２（ １．０） △ ７

電気・ガス・熱供給水道業 － （ －） － （ －） －

運 輸 ・ 通 信 業 １８（ ０．２） ２０（ ０．２） △ ２

卸売・小売・飲食業 １７（ ０．２） １８（ ４．２） △ １

サ ー ビ ス 業 ３１２（ ４．６） ２９４（ ４．１） △ １８

金 融 ・ 保 険 業 ６１２（ ９．０） ６１１（ ８．５） △ １

地 方 公 共 団 体 ３０１（ ４．４） ３４２（ ４．８） △ ４０

非 営 利 法 人 － （ －） － （ －） －

そ の 他 ４，７６６（７０．１） ５，０３６（７０．７） △ ２７０

合 計 ６，７９６（１００．０） ７，１１８（１００．０） △ ３２１

（単位：百万円）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）
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⑦ 主要な農業関係の貸出金残高

% 営農類型別

（注）１．農業関係の貸出金とは、農業者，農業法人および農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に
必要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。
なお、上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は，農業者や農業法人等に対する貸出金の残高で

す。
２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農
業所得が従となる農業者等が含まれています。

３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農とその子会社等が含まれています。

& 資金種類別

〔貸 出 金〕

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいま
す。

２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利
子補給等を行うことでＪＡが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、
ここでは①の転貸資金と②を対象としています。

３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援資金な
どが該当します。

〔受託貸付金〕

該当する取引はありません。

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

農 業 １，１５９ １，３２０ △ １６１

※穀 作 ２０８ ２１５ △ ７

※野 菜 ・ 園 芸 － － －

※果 樹 ・ 樹 園 農 業 ５ ６ △ １

※工 芸 作 物 － － －

※養豚・肉牛・酪農 ３１ ３５ △ ４

※養 鶏 ・ 養 卵 － － －

※養 蚕 － － －

※そ の 他 農 業 ９１３ １，０６３ △ １５０

農 業 関 連 団 体 等 １４９ １４４ ５

合 計 １，３０８ １，４６４ △ １５６

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

プ ロ パ ー 資 金 ９１７ ９７６ △ ５９

農 業 制 度 資 金 ２４２ ３４３ △ １０１

※農 業 近 代 化 資 金 ８５ ９３ △ ８

※そ の 他 制 度 資 金 １５７ ２５０ △ ９３

合 計 １，１５９ １，３２０ △ １６１

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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⑧ リスク管理債権の状況

（注）１．破綻先債権
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立

て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第３号のイ
からホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金）をいいます。

２．延滞債権
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。
３．３ヵ月以上延滞債権

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権およ
び延滞債権に該当しないものをいいます。

４．貸出条件緩和債権
債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権および３ヵ
月以上延滞債権に該当しないものをいいます。

⑨ 金融再生法開示債権区分に基づく保全状況

（注）上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成１０年法律第１３２号）第６
条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。なお、当
ＪＡは同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い、債権額を掲載しており
ます。
① 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権
② 危険債権

経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができない可能性の高
い債権

③ 要管理債権
３カ月以上延滞貸出債権および貸出条件緩和貸出債権

④ 正常債権
上記以外の債権

⑩ 元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況

該当する取引はありません。

区 分 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

破 綻 先 債 権 額 ６４ ６６ △ ２

延 滞 債 権 額 １８３ ２１９ △ ３６

３ヵ月以上延滞債権額 ０ ０ ０

貸出条件緩和債権額 １６ ０ １６

合 計 ２６４ ２８６ △ ２２

債 権 区 分 債 権 額
保 全 額

担 保 保 証 引 当 合 計
破産更生債権及び
これらに準ずる債権

２９ 年 度 １８３ ２ １ １８３ １８６
２８ 年 度 ２０２ １ １５ １８５ ２０１

危 険 債 権
２９ 年 度 ６４ ３ ２４ ３５ ６２
２８ 年 度 ８３ ０ ２０ ５９ ７９

要 管 理 債 権
２９ 年 度 １６ ８ ０ ０ ８
２８ 年 度 ０ ０ ０ ０ ０

小 計
２９ 年 度 ２６４ １３ ２５ ２１８ ２５６
２８ 年 度 ２８６ １ ３５ ２４４ ２８０

正 常 債 権
２９ 年 度 ６，５４７
２８ 年 度 ６，８４７

合 計
２９ 年 度 ６，８１１
２８ 年 度 ７，１３３

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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＜自己査定債務者区分＞ ＜金融再生法債権区分＞ ＜リスク管理債権＞

●破 綻 先
法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
●実質破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、
深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあ
ると認められる等実質的に経営破綻に陥っている債務者
●破綻懸念先
現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、
経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる債務者
●要 管 理 先
要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部または
一部が次に掲げる要管理先債権である債務者
� ３か月以上延滞債権
元金または利息の支払いが、約定支払日の翌日を起
算日として３か月以上延滞している貸出債権
� 貸出条件緩和債権
経済的困難に陥った債務者の再建または支援をはか
り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務
者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を
行った貸出債権

●その他の要注意先
要管理先以外の要注意先に属する債務者
●正 常 先
業況が良好、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認
められる債務者

●破産更正債権及びこれらに準ずる債権
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等
の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及
びこれらに準ずる債権
●危 険 債 権
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態
及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及
び利息の受取りができない可能性の高い債権
●要管理債権
三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権（経済的困難に
陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促
進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与え
る約定条件の改定等を行った貸出債権
●正 常 債 権
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものと
して、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のもの
に区分される債権

●破綻先債権
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること
その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込
みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸
倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」
という。）のうち、法人税法施行令第九十六条第一項第三号
のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事
由が生じている貸出金
●延 滞 債 権
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を
猶予した貸出金以外の貸出金
●３か月以上延滞債権
元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅
延している貸出金（破綻先債権及び延滞債権を除く）
●貸出条件緩和債権
債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金（破綻先債権、
延滞債権及び３か月以上延滞債権を除く）

�
�
�
�
�
�
�

対
象
債
権

信 用 事 業
以外の与信

破 綻 先

実 質 破 綻 先

破 綻 懸 念 先

要 管 理 先

そ の 他 要 注 意 先

正 常 先

信 用 事 業 総 与 信

その他の債権貸 出 金

要
注
意
先

信 用 事 業
以外の与信

信 用 事 業 総 与 信

その他の債権

破産更正債権及びこれらに準ずる債権

危 険 債 権

正 常 債 権

貸 出 金

要 管 理 債 権

信 用 事 業
以外の与信

信 用 事 業 総 与 信

その他の債権貸 出 金

破 綻 先 債 権

延 滞 債 権

３か月以上延滞債権

貸出条件緩和債権
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⑪ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

⑫ 貸出金償却の額

該当する取引はありません。

� 内国為替取扱実績

� 有価証券に関する指標

① 種類別有価証券平均残高

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載しています。

区 分

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額 期 末
残 高

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額 期 末
残 高目的使用 その他 目的使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 ３１ ３１ － ３１ ３１ ３４ ３１ － ３４ ３１

個 別 貸 倒 引 当 金 ４５３ ４０１ － ４５３ ４０１ ５０３ ４５３ － ５０３ ４５３

合 計 ５３７ ４３２ － ４８４ ４３２ ５３７ ５３７ － ６４９ ５３７

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

仕 向 被 仕 向 仕 向 被 仕 向

送金・振込為替
件 数 ９ ７４ １０ ７６

金 額 ６，１１３ １１，１７２ ５，９４３ １１，６４０

雑 為 替
件 数 １ １ １ １

金 額 ６５ １ ８８ １

合 計
件 数 １０ ７５ １０ ７６

金 額 ６，１７８ １１，１７３ ６，０３１ １１，６４１

種 類 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

国 債 ７０ ７０ ０

地 方 債 ８０５ ８４９ △ ４４

金 融 債 － － ０

政 府 保 証 債 １９９ １９９ ０

社 債 ３０３ ３０３ ０

合 計 １，３７８ １，４２１ △ ４４

（単位：百万円）

（単位：千件、百万円）

（単位：百万円）
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② 商品有価証券種類別平均残高

該当する取引はありません。

③ 有価証券残存期間別残高

� 有価証券等の時価情報等

① 有価証券の時価情報等

［売買目的有価証券］

（単位：百万円）

（単位：百万円）

種 類 １年以下
１ 年 超
３年以下

３ 年 超
５年以下

５ 年 超
７年以下

７ 年 超
１０年以下

１０年 超
期 間 の
定 め の
ないもの

合 計

平成２９年度

国 債 － － － ７０ － － － ７０

地 方 債 － １５０ １００ － － ５００ － ７５０

金 融 債 － － － － － － － －

政府保証債 － － － － － ２００ － ２００

社 債 － － － － － ３００ － ３００

平成２８年度

国 債 － － － ７０ － － － ７０

地 方 債 １００ － ２５０ － － ５００ － ８５０

金 融 債 － － － － － － － －

政府保証債 － － － － － ２００ － ２００

社 債 － － － － － ３００ － ３３０

２９ 年 度 ２８ 年 度

貸借対照表計上額
当年度の損益に
含まれた評価差額

貸借対照表計上額
当年度の損益に
含まれた評価差額

売買目的有価証券 － － － －
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［満期保有目的の債券］

［その他有価証券］

② 金銭の信託の時価情報等

該当する取引はありません。

③ デリバティブ取引等、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引

該当する取引はありません。

種 類
２９ 年 度 ２８ 年 度

貸借対照表計上額 時 価 差 額 貸借対照表計上額 時 価 差 額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国 債 ２０ ２１ １ ２０ ２１ １

地 方 債 ２４９ ２５９ １０ ３４９ ３６３ １４

政府保証債 － － － － － －

金 融 債 － － － － － －

短期社債 － － － － － －

社 債 － － － － － －

その他の証券 － － － － － －

小 計 ２６９ ２８０ １０ ３６９ ３８４ １５

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国 債 － － △ － － － △ －

地 方 債 － － △ － － － △ －

政府保証債 － － △ － － － △ －

金 融 債 － － △ － － － △ －

短期社債 － － △ － － － △ －

社 債 － － △ － － － △ －

その他の証券 － － △ － － － △ －

小 計 － － △ － － － △ －

合 計 ２６９ ２８０ １０ ３６９ ３８４ １５

種 類
２９ 年 度 ２８ 年 度

貸借対照表計上額 時 価 差 額 貸借対照表計上額 時 価 差 額

貸借対照表計上
額が取得原価
又は償却原価を
超 え る も の

国 債 ５２ ５２ ０ ５２ ５２ ０

地 方 債 ５４５ ５４５ ０ ５４２ ５４２ ０

政府保証債 ２２６ ２２６ ０ ２２１ ２２１ ０

金 融 債 － － － － － －

短期社債 － － － － － －

社 債 ３２５ ３２５ ０ ３２５ ３２５ ０

その他の証券 － － － － － －

小 計 １，１４９ １，１４９ ０ １，１４２ １，１４２ ０

貸借対照表計上
額が取得原価
又は償却原価を
超えないもの

国 債 － － △ － － － △ －

地 方 債 － － △ － － － △ －

政府保証債 － － △ － － － △ －

金 融 債 － － △ － － － △ －

短期社債 － － △ － － － △ －

社 債 － － △ － － － △ －

その他の証券 － － △ － － － △ －

小 計 － － △ － － － △ －

合 計 １，１４９ １，１４９ ０ １，１４２ １，１４２ ０
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２．共済取扱実績

� 長期共済新契約高・長期共済保有高

（注）金額は、保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金額
（付加された定期特約金額等を含む）、年金共済は付加された定期特約金額）を表示しています。

� 医療系共済の入院共済金額保有高

（注）金額は、入院共済金額を表示しています。

� 介護共済の介護共済金額保有高

（注）金額は、介護共済金額を表示しています。

（単位：万円）

（単位：万円）

（単位：万円）

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高

生

命

総

合

共

済

終 身 共 済 ７４，０９３ ４，９６２，７０９ １７１，７６５ ５，１３９，９１７

定 期 生 命 共 済 ２，０００ ７０，７００ ３００ ７２，１００

養 老 生 命 共 済 ５９，１４２ ３，５３４，５９６ １６８，２７０ ３，９５０，６５９

うちこども共済 ２０，９９０ ７１２，９７０ ２０，６２０ ７２６，０６０

医 療 共 済 １５０ １６，６６０ １，０００ １９，７１０

が ん 共 済 － ８，０５０ － ８，０５０

定 期 医 療 共 済 － １７２，４２０ － １８６，０８０

介 護 共 済 １，３５０ １４，２９９ ７，０５４ １２，９４９

年 金 共 済 － １，４００ － １，４００

建 物 更 生 共 済 １，５６２，９７２ ８，６９８，３７７ ４２４，２１４ ８，８０７，０８４

合 計 １，６９９，７０７ １７，４７９，２１２ ７７２，６０３ １８，１９７，９４９

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高

医 療 共 済 １４２ ３，１５９ ３４２ ３，１１２

が ん 共 済 ２３ ５１１ ５８ ４９６

定 期 医 療 共 済 ０ １５４ ０ １６７

合 計 １６６ ３，８２４ ４００ ３，７７５

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高

介 護 共 済 １，６２９ ２９，４６９ ９，５８９ ３０，００９

合 計 １，６２９ ２９，４６９ ９，５８９ ３０，００９
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� 年金共済の年金保有高

（注）金額は、年金年額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金額）を表示しています。

� 短期共済新契約高

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。
２．自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。

（単位：万円）

（単位：万円）

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

新 契 約 高 保 有 高 新 契 約 高 保 有 高

年 金 開 始 前 ４，９７１ ３６，７８４ ５，２５４ ３５，４８６

年 金 開 始 後 － １１，７５７ － １２，２２４

合 計 ４，９７１ ４８，５４１ ５，２５４ ４７，７１０

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

金 額 掛 金 金 額 掛 金

火 災 共 済 ７８５，９８０ ９８５ ７８８，４２７ ９９８

自 動 車 共 済 ４２，２３６ ４２，５６６

傷 害 共 済 ２，５７４，０８０ ５８４ ２，４５６，６３０ ６６０

定 額 定 期 生 命 共 済 － － － －

賠 償 責 任 共 済 ３４ ３４

自 賠 責 共 済 １４，６６５ １６，１２０

合 計 ５８，５０６ ６０，３７８
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３．農業関連事業取扱実績
� 買取購買品（生産資材）取扱実績

� 受託販売品取扱実績

� 保管事業取扱実績

種 類

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

供 給 高 粗収益（手数料） 供 給 高 粗収益（手数料）

肥 料 ４５１ ７１ ４１５ ５９

飼 料 １２９ ４ １４８ ４

農 業 機 械 ５０３ ６８ ５７０ ７４

包 装 資 材 １９８ ８７ ２１０ ９２

保 温 資 材 ５９ ７ ５６ ６

農 薬 ４１１ ３５ ４１１ ３５

そ の 他 ４７７ ２９ ４７３ ３２

合 計 ２，２３２ ３０４ ２，２８３ ３０２

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

販 売 高 手 数 料 販 売 高 手 数 料

米 ４，８２３ ８８ ４，４８２ ８７

麦 ・ 豆 ・ 雑 穀 ８１ ８ ９５ ８

果 実 ５ ０ ７ ０

野 菜 ６２０ ９ ６１１ ９

花 き ・ 花 木 １６ ０ １８ ０

菌 茸 類 ７７７ １２ ７５８ １１

畜 産 物 ３０１ ２ ２９７ ２

合 計 ６，６２７ １１９ ６，２７２ １１７

項 目 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

収

益

保 管 料 ４７ ４８

荷 役 料 １１ １２

そ の 他 ２３ ２１

計 ８１ ８１

費

用

保 管 材 料 費 １ １

保 管 労 務 費 １８ １８

そ の 他 の 費 用 １９ ２２

計 ３８ ４１

差 引 ４２ ４０

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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� 利用事業取扱実績

� 加工事業取扱実績

４．生活その他事業取扱実績
� 買取購買品（生活物資）取扱実績

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

取 扱 高 手 数 料 取 扱 高 手 数 料

カントリーエレベーター ２２８ １２１ ２２７ １１５

堆 肥 造 成 ２１ ０ ２０ ０

育 苗 １０ ２ ８ １

ト ラ ク タ ー 利 用 １１ １ １３ ３

大 豆 乾 燥 選 別 ２７ ７ ２２ ０

機 械 利 用 ２９ ０ ２８ ０

施 設 等 利 用 １２７ ９ １２５ ８

合 計 ４５３ １４０ ４４３ １２７

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

取 扱 高 手 数 料 取 扱 高 手 数 料

味 噌 加 工 ７ ３ ６ ３

そ の 他（ＪＡンビニ） ３２ ０ ３３ １

合 計 ３９ ３ ３９ ４

種 類
平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

供 給 高 粗収益（手数料） 供 給 高 粗収益（手数料）

食 品 １１５ ３５ １２３ ２７

耐 久 消 費 財 ２ ０ ０ ０

日 用 保 健 雑 貨 ４２ ８ ４７ ８

石 油 類 １，３９９ １７７ １，２０９ １６２

家 庭 燃 料 １２１ ７０ １１６ ６８

合 計 １，６８１ ２９１ １，４９５ ２６５

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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� 福祉事業取扱実績

５．指 導 事 業

項 目 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

収

益

福 祉 受 託 料 １ ５

福祉用具レンタル料 ６ ５

訪 問 介 護 収 益 ３０ ３０

居宅介護支援収益 １０ １０

そ の 他 ０ １

計 ４７ ５１

費

用

福 祉 費 用 ０ ０

福祉用具レンタル費用 ３ ３

介 護 労 務 費 １４ １５

介 護 雑 費 ３ ３

そ の 他 ７ ８

計 ２９ ２９

差 引 １８ ２２

項 目 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

収

入

指 導 補 助 金 ７ ８

実 費 収 入 ２ ３

計 ９ １１

支

出

営 農 改 善 費 ４９ ５０

生 活 文 化 費 ３ ３

教 育 情 報 費 １８ １８

計 ７１ ７２

差 引 △ ６１ △ ６１

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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Ⅳ 経 営 諸 指 標
１．利 益 率

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×１００
２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×１００
３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×１００
４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×１００

２．貯貸率・貯証率

（注）１．貯貸率（期 末）＝貸出金残高／貯金残高×１００
２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×１００
３．貯証率（期 末）＝有価証券残高／貯金残高×１００
４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×１００

３．その他経営諸指標

（注）・２８年度、２９年度の信用・共済・購買（農機センター含）の各店舗数は４店舗として算出しています。
・２８年度の職員数は信用１７．６５、共済３０．３５、購買１８．２２、販売６．６４人で算出しています。
・２９年度の職員数は信用１７．００、共済２９．００、購買１９．７８、販売７．５１人で算出しています。

項 目 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

総 資 産 経 常 利 益 率 ０．６９ ０．６５ ０．０４

資 本 経 常 利 益 率 ８．４８ ８．０５ ０．４３

総資産当期純利益率 ０．８３ ０．６９ ０．１４

資 本 当 期 純 利 益 率 １０．２８ ８．５９ １．６９

区 分 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度 増 減

貯 貸 率
期 末 １７．８１ １９．５２ △ １．７１

期中平均 １９．４０ ２１．０８ △ １．６８

貯 証 率
期 末 ３．７２ ４．１５ △ ０．４３

期中平均 ３．９２ ３．９８ △ ０．０６

項 目 平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

信用事業

一 職 員 当 た り 貯 金 残 高 ２，２４５ ２，０６６

一 店 舗 当 た り 貯 金 残 高 ９，５４０ ９，１１６

一 職 員 当 た り 貸 出 金 残 高 ４００ ４０３

一 店 舗 当 た り 貸 出 金 残 高 １，６９９ １，７８０

共済事業
一職員当たり長期共済保有高 ６，０２７ ５，９９６

一店舗当たり長期共済保有高 ４３，６９８ ４５，４９５

経済事業

一職員当たり購買品取扱高 １１３ １４５

一店舗当たり購買品取扱高 ５５８ ５７２

一職員当たり販売品取扱高 ８８２ ７０４

（単位：％）

（単位：％）

（単位：百万円）
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Ⅴ 自己資本の充実の状況
１．自己資本の構成に関する事項

項 目
平 成２９年 度 平 成２８年 度

経過措置に
よる不算入額

経過措置に
よる不算入額

コア資本にかかる基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組
合員資本の額

３，６４０，２８２ ３，４５９，２５２

うち、出資金及び資本剰余金の額 ２，３９７，０５５ ２，４１２，９９０
うち、再評価積立金の額 － －
うち、利益剰余金の額 １，３１５，２７６ １，１４４，９４５
うち、外部流失予定額（△） ３４，７６４ ３４，９９２
うち、上記以外に該当するものの額 △ ３７，２８５ △ ６３，６９０

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引
当金の合計額

３１，２３２ ３１，６２５

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 ３１，２３２ ３１，６２５
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

うち、回転出資金の額 － －
うち、上記以外に該当するものの額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置を通
じて発行された資本調達手段のうち、コア資
本に係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額
の四十五パーセントに相当する額のうち、コ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

－ －

コア資本にかかる基礎項目の額 � ３，６７１，５１４ ３，４９０，８７８
コア資本にかかる基礎項目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・
ライツに係るものを除く。）の額の合計額

７，５９１ １，８９７ ６，８７７ ４，５８４

うち、のれんに係るものの額 － － － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシ
ング・ライツに係るもの以外の額

７，５９１ １，８９７ ６，８７７ ４，５８４

繰延税金資産（一時差異に係るものを除
く。）の額

－ － － －

適格引当金不足額 － － － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当す
る額

－ － － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額で
あって自己資本に算入される額

－ － － －

前払年金費用の額 － － － －

自己保有普通出資等（純資産の部に計上され
るものを除く。）の額

－ － － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象
資本調達手段の額

－ － － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － － －

（単位：千円、％）
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（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２
号）に基づき算出しています。

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用につ
いては信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基
礎的手法を採用しています。

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

項 目
平 成２９年 度 平 成２８年 度

経過措置に
よる不算入額

経過措置に
よる不算入額

特定項目に係る十パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資
等に該当するものに関連するものの額

－ － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額

－ － － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るもの
に限る。）に関連するものの額

－ － － －

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資
等に該当するものに関連するものの額

－ － － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額

－ － － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るも
のに限る。）に関連するものの額

－ － － －

コア資本にかかる調整項目の額 （ロ） ７，５９１ ６，８７７
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） ３，６６３，９２３ ３，４８４，００１
リスク・アセット等
信用リスク・アセット額の合計額 ２０，６０５，８０２ ２０，０４０，５１２

うち、経過措置によりリスク・アセット
の額に算入される額の合計額

△１，４３３，３２８ △１，４３０，６０１

うち、無形固定資産（のれん及びモー
ゲージ・サービシング・ライツに係
るものを除く）

１，８９７ ４，５８４

うち、繰延税金資産 － －
うち、前払年金費用 － －
うち、他の金融機関等向けエクス
ポージャー

△１，４３５，２２６ △１，４３５，１８６

うち、土地再評価額と再評価直前の
帳簿価額の差額に係るものの額

－ －

うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を
八パーセントで除して得た額

２，６５０，３６３ ２，６２０，５５７

信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） ２３，２５６，１６５ ２２，６６１，０６９
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） １５．７５％ １５．３７％

（単位：千円、％）
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２．自己資本の充実度に関する事項
① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度
エクスポー
ジ ャ ー の
期 末 残 高

リ ス ク ・
アセット額
ａ

所 要 自 己
資 本 額
ｂ＝ａ×４％

エクスポー
ジ ャ ー の
期 末 残 高

リ ス ク ・
アセット額
ａ

所 要 自 己
資 本 額
ｂ＝ａ×４％

我 が 国 の 中 央 政 府
及 び 中 央 銀 行 向 け ７０，２２４ － － ７０，２５５ － －

我が国の地方公共団体向け １，０５３，６５３ － － １，１９５，４３８ － －
地方公共団体金融機構向け － － － － － －
我が国の政府関係機関向け ４０３，５２８ ４０，３５２ １，６１４ ４０３，７７０ ４０，３７７ １，６１５
地 方 三 公 社 向 け － － － － － －
金融機関及び第一種
金融商品取引業者向け ２６，０４９，１１２ ５，２０９，８２２ ２０８，３９３ ２４，０８５，９９４ ４，８１７，１９８ １９２，６８７

法 人 等 向 け ３７９，９６７ ２９９，８１５ １１，９９３ ３７１，５５５ ２９１，４０３ １１，６５６
中小企業等向け及び個人向け １，２２８，２６１ ９２１，１９６ ３６，８４８ １，４６２，４７１ １，０９６，８５４ ４３，８７４
抵当権付住宅ローン ２６９，７３５ ９４，４０７ ３，７７６ ２９７，６７４ １０４，１８６ ４，１６７
不動産取得等事業向け － － － － － －
三 月 以 上 延 滞 等 １９７，５３３ ２７６，３１３ １１，０５３ ２０４，３５８ ２９０，３３６ １１，６１３
信用保証協会等による保証付 ２，５９６，４９６ ２５９，６５０ １０，３８６ ２，６３４，１５３ ２６３，４１５ １０，５３６
共 済 約 款 貸 付 ７８，６４３ － － ７６，９４８ － －
出 資 等 ６４７，９８４ ６４７，９９４ ２５，９１９ ６４７，１４２ ６４７，１４２ ２５，８８５
他 の 金 融 機 関 等 の
対 象 資 本 調 達 手 段 ５８６，１６３ １，４６５，４０８ ５８，６１６ ５８６，０８２ １，４６５，２０５ ５８，６０８

特定項目のうち調整項目
に算入されないもの ５９，９８２ １４９，９５６ ５，９９８ ６４，２５０ １６０，６２６ ６，４２５

複数の資産を裏付とする資産
（所謂ファンド）のうち、個々
の資産の把握が困難な資産

－ － － － － －

証 券 化 － － － － － －

経過措置によりリスク・
アセットの額に算入・
不 算 入 と な る も の

－ － － － － －

上 記 以 外 － － － － － －
標準的手法を適用する
エクスポージャー別計 － － － － － －

ＣＶＡリスク相当額÷８％ － － － － － －
中 央 清 算 機 関 関 連
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － － － － － －

信用リスク・アセットの
額 の 合 計 額 ４３，２３０，４１９ ２２，１３２，７９４ ８８５，３１１ ４１，３９２，４９６ ２１，５７３，９１２ ８６２，９５６

オペレーショナル・
リ ス ク に 対 す る
所 要 自 己 資 本 の 額
〈基 礎 的 手 法〉

オペレーショナル・リスク相
当額を８％で除して得た額

所 要
自己資本額

オペレーショナル・リスク相
当額を８％で除して得た額

所 要
自己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
２，６５０，３６３ １０６，０１４ ２，６２０，５５７ １０４，８２２

所 要 自 己 資 本 額 計

リスク・アセット等
（分 母） 計

所 要
自己資本額

リスク・アセット等
（分 母） 計

所 要
自己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％
２３，２５６，１６５ ９３０，２４６ ２２，６６１，０６９ ９０６，４４２

（単位：千円）
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（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクス
ポージャーの種類ごとに記載しています。

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをい
い、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している
債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向
け」等においてリスク・ウエイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある
二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引
にかかるエクスポージャーのことです。

６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対
象資本調達手段、コア資本に係る調整項目（無形固定資産、前払年金費用、繰延税金資産等）およ
び土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・アセットに算入したもの、不算入としたもの
が該当します。

７．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央
政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定
資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証またはクレジットデリバ
ティブの免責額が含まれます。

８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。
＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

粗利益（正の値の場合に限る）×１５％の直近３年間の合計額
÷ ８％

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

― 67 ―



３．信用リスクに関する事項
① 標準的手法に関する事項

当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法によ

り算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に

当たり使用する格付等は次のとおりです。

� リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による依頼格付

けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するた

めの掛目のことです。

� リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリーリスク・

スコアは、主に以下のとおりです。

適 格 格 付 機 関

株式会社格付投資情報センター（R&Ⅰ）

株式会社日本格付研究所（JCR）

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）

S&Pグローバル・レーティング（S&P）

フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリーリスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日 本 貿 易 保 険

法人等向けエクスポージャー（長期） R&I，Moody’s，JCR，S&P，Fitch

法人等向けエクスポージャー（短期） R&I，Moody’s，JCR，S&P，Fitch
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② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エク

スポージャーの期末残高

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該
当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。
２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エク
スポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間および融資枠の範囲内でお客様のご請求に基
づき、金融機関が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めて
います。
３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。
４．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残 高

三月以上
延滞エク
ス ポ ー
ジ ャ ー

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残 高

三月以上
延滞エク
ス ポ ー
ジ ャ ー

う ち
貸出金等

うち債券
う ち
店頭デリ
バティブ

う ち
貸出金等

うち債券
う ち
店頭デリ
バティブ

国 内 ４３，６３１，８１５ ６，７７１，３７５ １，３２６，１３８ － ３６１，２３１ ４１，８４６，０４８ ７，０８６，０３４ １，４２７，１９４ － ３５０，００２

国 外 － － － － － － － － － －

地 域 別 残 高 計 ４３，６３１，８１５ ６，７７１，３７５ １，３２６，１３８ － ３６１，２３１ ４１，８４６，０４８ ７，０８６，０３４ １，４２７，１９４ － ３５０，００２

法

人

農 業 １５８，１５２ １５３，７４２ － － － １５４，５６３ １５４，５４４ － － －

林 業 － － － － － － － － － －

水 産 業 － － － － － － － － － －

製 造 業 ４８，０９２ ４８，０９２ － － － ６２，１１５ ６２，１１５ － － －

鉱 業 － － － － － － － － － －

建設・不動産業 ８，５８５ ８，５８５ － － ８，５８５ ９，２８５ ９，２８５ － － ９，２８５

電気・ガス
・熱供給・
水 道 業

－ － － － － － － － － －

運輸・通信業 ４０１，０３２ － ４０１，０３２ － － ４０１，０１４ － ４０１，０１４ － －

金融・保険業 ２６，１９４，４８６ ５８６，１６３ － － － ２３，９３９，２１２ ５８６，０８２ － － －

卸売・小売・
飲 食 ・
サービス業

１５７，６５２ １５７，６５２ － － － １２４，０４９ １２４，０４９ － － －

日本国政府・
地方公共団体

１，１２３，８７８ ３０１，４５８ ８２２，４１９ － － １，１９５，４３８ ３４２，４５９ ８５２，９７８ － －

上記以外 １５１，８９１ ３３，５７６ １０２，６８７ － － ２２１，４７８ ３３，６９８ １７３，２０２ － －

個 人 ５，５４９，４８１ ５，４５７，１８１ － － ３４２，６８８ ５，５６７，１３７ ５，７７２，７８６ － － ３７８，０１４

そ の 他 ９，８３８，５６５ ２４，９２６ － － ８，９８７ １０，１７１，７５７ － － － ３９，０４２

業 種 別 残 高 計 ４３，６３１，８１５ ６，７７１，３７５ １，３２６，１３８ － ３５１，２７３ ４１，８４６，０４８ ７，０８６，０３４ １，４２７，１９４ － ４２６，３４１

１ 年 以 下 ２５，８６１，０５５ １７８，５３７ １５０，０６６ － ２３，７６９，３８３ ２４６，２８８ １００，８２２ －

１年超３年以下 ７６２，９２９ ６０８，９０１ － － ６６９，６６３ ６６２，３５３ － －

３年超５年以下 ８５３，５６７ ７５２，９８１ １００，５８６ － １，００２，４５５ ７５１，８４０ ２５０，６１４ －

５年超７年以下 １，２９７，０７８ １，２２６，８５３ ７０，２２４ － １，３８８，３７３ １，３１８，１１７ ７０，２５５ －

７年超１０年以下 ７５３，５４２ ７５３，５４２ － － ７１８，１５６ ７１８，１５６ － －

１０ 年 超 ３，７４５，８４９ ２，７４０，５８７ １，００５，２６１ － ３，８１７，３９２ ２，８１１，８９０ １，００５，５０１ －

期限の定めの
な い も の

５１９，２２７ ４８５，０４５ － － ６０８，８０７ ６０８，８０７ － －

残存期間別残高計 ４３，６３１，８１５ ６，７７１，３７５ １，３２６，１３８ － ４１，８４６，０４８ ７，０８６，０３４ １，４２７，１９４ －

（単位：千円）
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③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

区 分

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額 期 末
残 高

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額 期 末
残 高目的使用 その他 目的使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 ３１，６２５ ３１，２７７ － ３１，６２５ ３１，２７７ ３３，９５６ ３１，６２５ － ３３，９５６ ３１，６２５

個 別 貸 倒 引 当 金 ４５３，５５２４０１，３９５ －４５３，５５２４０１，３９５５０３，４８７４５３，５５２ －５０３，４８７４５３，５５２

区 分

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額 期 末
残 高

貸出金
償 却

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額 期 末
残 高

貸出金
償 却目的使用 その他 目的使用 その他

国 内 ４５３，５５２ ４０１，３９５ － ４５３，５５２ ４０１，３９５ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ －

国 外 － － － － － － － － － － － －

地 域 別 計 ４５３，５５２ ４０１，３９５ － ４５３，５５２ ４０１，３９５ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ －

法

人

農 業 － １２５ － － １２５ － － － － － － －

林 業 － － － － － － － － － － － －

水産業 － － － － － － － － － － － －

製造業 － － － － － － － － － － － －

鉱 業 － － － － － － － － － － － －

建 設 ・
不動産業

－ － － － － － － － － － － －

電気・ガス
・熱供給・
水 道 業

－ － － － － － － － － － － －

運 輸・
通信業

－ － － － － － － － － － － －

金 融・
保険業

－ － － － － － － － － － － －

卸売・小売・
飲 食 ・
サービス業

－ ２ － － ２ － － － － － － －

上記以外 － １２７－ － １２７ － － － － － － －

個 人 ４５３，５５２ ４０１，２６８ － ４５３，５５２ ４０１，２６８ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ －

業 種 別 計 ４５３，５５２ ４０１，３９５ － ４５３，５５２ ４０１，３９５ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ － ５０３，４８７ ４５３，５５２ －

（単位：千円）

（単位：千円）
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⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスクウエイト1250％を適用する残高

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エク
スポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を
含みます。

２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、
「格付なし」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを
記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後の
リスク・ウエイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入した
ものについても集計の対象としています。

４．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジッ
ト・デリバティブの免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト
１２５０％を適用したエクスポージャーがあります。

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

信 用
リスク
削 減
効 果
勘案後
残 高

リスク・ウエイト０％ － ６，８６１ ６，８６１ － ２０，２９４ ２０，２９４

リスク・ウエイト２％ － － － － － －

リスク・ウエイト４％ － － － － － －

リスク・ウエイト１０％ － ２０，２６９ ２０，２６９ － － －

リスク・ウエイト２０％ － ５，２３１，７３８ ５，２３１，７３８ － ４，８３８，７７３ ４，８３８，７７３

リスク・ウエイト３５％ － ９３，６５０ ９３，６５０ － １０３，７１５ １０３，７１５

リスク・ウエイト５０％ － ３，２２９ ３，２２９ － ２，９１１ ２，９１１

リスク・ウエイト７５％ － ８８７，１６８ ８８７，１６８ － １，０５６，１５５ １，０５６，１５５

リスク・ウエイト１００％ ２７７，５６０ ７，６９８，８８６ ７，９７６，４４６ ２６９，５８７ ７，３１７，６４６ ７，５８７，２３３

リスク・ウエイト１５０％ － － － － ２６６，６６８ ２６６，６６８

リスク・ウエイト２００％ － － － － － －

リスク・ウエイト２５０％ － ７，３２６，０８９ ７，３２６，０８９ － ７，３３６，５５６ ７，３３６，５５６

そ の 他 － △ ９４１，５５０△ ９４１，５５０ － △１，１７１，７９８△１，１７１，７９８

リスク・ウエイト１２５０％ － － － － － －

計 ２７７，５６０ ２０，３２６，３４４ ２０，６０３，９０４ ２６９，５８７ １９，７７０，９２４ ２０，０４０，５１１

（単位：千円）
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４．信用リスク削減手法に関する事項
① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出にお

いて、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エ

クスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用す

るなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。

当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を

適用しています。

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手

または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいい

ます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いていま

す。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、

我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の

公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長

期格付がＡ－またはＡ３以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーの

うち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保

証人のリスク・ウエイトを適用しています。

ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付が

Ａ－またはＡ３以上で、算定基準日に長期格付がＢＢＢ－またはＢａａ３以上の格付を付与して

いるものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分につい

て、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適用しています。

貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他こ

れらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分

な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をい

ずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及

び管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、

の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク

削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを

行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。
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② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをい
い、主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している
債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向
け」等においてリスク・ウエイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二
以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引に
かかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央
政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定
資産等）が含まれます。

５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを
回避したい者（プロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り
手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクショ
ンの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
該当する取引はありません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項
該当する取引はありません。

区 分

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

適 格 金 融
資 産 担 保

保 証
クレジット・
デリバティブ

適 格 金 融
資 産 担 保

保 証
クレジット・
デリバティブ

地方公共団体金融機構向け － － － － － －

我が国の政府関係機関向け － ２００，８３２ － － ２００，８２８ －

地 方 三 公 社 向 け － － － － － －

金融機関向け及び第一種
金融商品取引業者向け

－ － － － － －

法 人 等 向 け － －

中小企業等向け及び個人向け １３，９８９ － １３，８３７ －

抵 当 権 住 宅 ロ ー ン － －

不動産取得等事業向け － － － － － －

三 月 以 上 延 滞 等 － － － － － －

証 券 化 － － － － － －

中 央 清 算 機 関 関 連 － － － － － －

上 記 以 外 １２，０１８ － － １２，０１２ － －

合 計 ２６，００８ ２００，８３２ － ２５，８４９ ２００，８２８ －

（単位：千円）
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７．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項
① 出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資

勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社お

よび関連会社株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理しています。

① 子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業の

より効率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の

決算書類の分析の他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。

② その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスク

の把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環

境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに

経営層で構成するリスク管理委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を

行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びリスク管理委員会で決定された取引

方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引に

ついては企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定

を行い経営層に報告しています。

③ 系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的

な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っ

ています。

なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社およ

び関連会社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その

他有価証券については時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、「その他有価

証券評価差額金」として純資産の部に計上しています。③系統および系統外出資については、取

得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重

要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。

② 出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

平 成 ２９ 年 度 平 成 ２８ 年 度

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 場 － － － －

非 上 場 ９，９００ ９，９００ １１，９００ １１，９００

合 計 ９，９００ ９，９００ １１，９００ １１，９００

（単位：千円）
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③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

該当する取引はありません。

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分をその他有価

証券としている株式・出資の評価損益等）

該当する取引はありません。

⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益

等）

該当する取引はありません。
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８．金利リスクに関する事項
① 金利リスクの算定方法の概要

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッ

チが存在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、また

リスク情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切

なリスクコントロールに努めています。具体的な金利リスクの算定方法、管理方法は以下のとお

りです。

・市場金利が上下に２％変動した時に発生する経済価値の変化額（低下額）を受ける金利リスク

量として算出しています。

・要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出

される要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と

定義し、①過去５年の最低残高、②過去５年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、

③現残高の５０％相当額のうち、最小の額を上限とし、０～５年の期間に均等に振り分けて（平

均残存２．５年）リスク量を算定しています。

・金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。

金利リスク（１５，６６５千円）

＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△）

② 金利ショックに対する損益・経済価値の増減額

平成２９年度 平成２８年度

金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 ３４，５１８ ２３，１９８

（単位：千円）
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【ＪＡの概要】

１．機 構 図 （平成３０年７月末現在）

― 77 ―



２．役員構成（役員一覧）

３．組 合 員 数

（平成３０年７月現在）

（単位：人、団体）

役 員 氏 名 代表権

代表理事組合長 米 森 萬 壽 美 有

代表理事専務 見 上 廣 美 有

常 務 理 事 佐 々 木 敬 無

理 事 菊 地 文 義 無

〃 唐 土 義 弘 無

〃 桧 森 保 雄 無

〃 小 山 俊 一 無

〃 及 位 公 英 無

〃 北 林 清 忠 無

〃 小 林 道 彦 無

〃 榮 田 全 稔 無

役 員 氏 名 代表権

理 事 成 田 孝 一 無

〃 遠 藤 勝 昭 無

〃 近 藤 き ぬ 子 無

〃 金 平 み つ 子 無

〃 伊 藤 ユ ウ 子 無

代 表 監 事 武 田 一 彦 無

常 勤 監 事 竹 内 孝 一 無

監 事 伊 藤 秋 夫 無

〃 近 藤 幸 生 無

員 外 監 事 佐 々 木 信 子 無

区 分 平成２９年度 平成２８年度 増 減

正 組 合 員 ４，２７６ ４，３３９ △ ６３

個 人 ４，２６０ ４，３２６ △ ６６

農 事 組 合 法 人 １６ １３ ３

准 組 合 員 ３，４５０ ３，４１４ ３６

個 人 ３，３１５ ３，２８２ ３３

そ の 他 の 団 体 １３５ １３２ ３

合 計 ７，７２６ ７，７５３ △ ２７
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４．組合員組織の状況

５．特定信用事業代理業者の状況

６．地 区 一 覧

三 種 町
八 峰 町

７．沿革・あゆみ

平成１０年１２月 八森町農業協同組合、峰浜村農業協同組合、八竜町農業協同組合、山本町農業
協同組合、琴丘町農業協同組合の合併認可

平成１１年１月 秋田やまもと農業協同組合設立
平成１１年４月 女性部設立総会
平成１１年４月 青年部設立総会
平成１１年５月 役員選挙（理事１９名、監事５名の改選）
平成１１年６月 第１回通常総代会（平成１０年度事業報告外）
平成１１年１１月 カントリーエレベーター色彩選別機導入
平成１２年３月 臨時総代会（平成１２年度事業計画の設定外）
平成１２年４月 介護事業ヘルパーステーション開所式
平成１２年６月 第２回通常総代会（平成１１年度事業報告外）
平成１２年６月 花卉部会設立総会

（単位：人）

組 織 名 構 成 員 数 組 織 名 構 成 員 数

青 年 部 ３８ そ ら 豆 部 会 １９

女 性 部 ７０５ 枝 豆 部 会 ２７

稲 作 部 会 ２９３ み ょ う が 部 会 １２６

花 き 部 会 １３ た ば こ 部 会 １９

果 樹 部 会 １６ ネ ギ 部 会 ５４

梅 部 会 ７ ゴ ボ ウ 部 会 ３２

南 瓜 部 会 ６ じ ゅ ん さ い 部 会 ９８

アスパラガス部会 １３ 原木しいたけ部会 ３

メ ロ ン 部 会 ６０ 菌床しいたけ部会 １１

キ ャ ベ ツ 部 会 １０ 菌 床 き の こ 部 会 ５

加工キャベツ部会 １６ 畜 産 部 会 ９

ト マ ト 部 会 １４

ミ ニ ト マ ト 部 会 ５９

区 分 氏名又は名称（商号） 主たる事務所の所在地 代理業を営む営業者
又は事業所の所在地

特定信用事業
代 理 業 者
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平成１２年１０月 ＪＡ全国大会
峰浜地区役員補欠選挙告示、定数内にて無投票当選
八竜基幹支店改築

平成１３年３月 臨時総代会（中期３カ年計画の設定外）
平成１３年６月 第３回通常総代会（平成１２年度事業報告外）
平成１３年１０月 八森町高齢者憩の家開所式並びに生きがい活動支援通所事業開始
平成１４年１月 ＪＡあきた白神と合同ねぎ生産委員会（設立委員会）
平成１４年３月 臨時総代会（平成１４年度事業計画の設定外）
平成１４年５月 役員選挙（理事１６名、監事５名の改選）
平成１４年６月 第４回通常総代会（平成１３年度事業報告外）
平成１４年９月 琴丘カントリー トラックスケール導入
平成１４年１１月 臨時総代会（定款の一部変更外）
平成１５年３月 臨時総代会（平成１５年度事業計画外）
平成１５年６月 第５回通常総代会（平成１４年度事業報告外）
平成１５年６月 ＪＡ秋田やまもとファンの集い開催
平成１５年７月 支店および施設の統廃合
平成１５年１０月 ＪＡ営農サポートシステム稼動
平成１６年３月 臨時総代会（平成１６年度事業計画外）
平成１６年６月 第６回通常総代会（平成１５年度事業報告外）
平成１７年１月 臨時総代会（共済規程の変更）
平成１７年２月 スローフード拡大会議開催
平成１７年３月 臨時総代会（役員の選出方法を選挙制度から選任制へ移行することに伴う定款

の一部変更、常勤監事の設置、役員の定年制外）
平成１７年３月 Ａコープ店舗の廃止
平成１７年６月 第７回通常総代会（平成１６年度事業報告、役員の選任外）
平成１７年１２月 北部農機センター増改築
平成１７年１２月 総合営農生活センター完成
平成１８年２月 地産地消フォーラム２００６で農林水産大臣賞受賞
平成１８年３月 臨時総代会（町村の廃置分合に伴う定款の一部変更外）
平成１８年６月 第８回通常総代会（平成１７年度事業報告及び剰余金処分案承認外）
平成１８年７月 琴丘セルフスタンド完成
平成１８年１１月 山本葬祭センターホール「クオーレ」オープン
平成１９年３月 ＪＡンビニＡＮＮ．ＡＮ竣工オープン
平成１９年３月 臨時総代会（定款の一部変更外）
平成１９年６月 第９回通常総代会（平成１８年度事業報告及び剰余金処分案の承認外）
平成１９年９月 琴丘４号カントリー竣工式
平成１９年９月 ふれあい仕出しセンター竣工式
平成２０年３月 臨時総代会（平成２０年度事業計画外）
平成２０年６月 第１０回通常総代会（平成１９年度事業報告、役員の選任外）
平成２０年９月 秋田県農林水産大賞受賞
平成２０年１２月 合併１０周年記念「天童よしみ歌謡ショー」
平成２１年２月 合併１０周年記念式典
平成２１年３月 臨時総代会（平成２１年度事業計画外）
平成２１年６月 第１１回通常総代会（平成２０年度事業報告及び剰余金処分案の承認外）
平成２２年３月 臨時総代会（平成２２年度事業計画外）
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平成２２年３月 鵜川大豆センター増築工事・山本給油所新築工事竣工式
平成２２年６月 第１２回通常総代会（平成２１年度事業報告及び剰余金処分案の承認外）
平成２３年３月 臨時総代会（平成２３年度事業計画外）
平成２３年６月 第１３回通常総代会（平成２２年度事業報告、役員の選任外）
平成２３年１２月 南部地区資材センター集約
平成２４年３月 支店統廃合
平成２４年３月 臨時総代会（平成２４年度事業計画外）
平成２４年４月 野菜集出荷施設竣工式
平成２４年４月 「クオーレみたね」竣工式
平成２４年６月 第１４回通常総代会（平成２３年度事業報告及び剰余金処分案の承認外）
平成２５年３月 臨時総代会（平成２５年度事業計画外）
平成２５年６月 第１５回通常総代会（平成２４年度事業報告及び損失処分案の承認外）
平成２６年３月 臨時総代会（平成２６年度事業計画外）
平成２６年６月 第１６回通常総代会（平成２５年度事業報告、役員の選任外）
平成２７年３月 臨時総代会（平成２７年度事業計画外）
平成２７年６月 第１７回通常総代会（平成２６年度事業報告及び剰余金処分案の承認外）
平成２８年３月 臨時総代会（平成２７年度事業計画外）
平成２８年６月 第１８回通常総代会（平成２７年度事業報告及び剰余金処分案の承認外）
平成２８年１２月 八竜セルフＳＳ竣工式
平成２９年１月 峰浜しいたけパッケージセンター竣工式
平成２９年３月 臨時総代会（平成２９年度事業計画外）
平成２９年４月 山本地区ＪＡ合併推進協議会設立会
平成２９年６月 第１９回通常総代会（平成２８年度事業報告、役員の選任外）
平成２９年７月 琴丘ＣＥ起工式
平成３０年３月 臨時総代会（平成３０年度事業計画外）、ＪＡンビニ１１周年祭

８．店舗等のご案内

（ＡＴＭのみ設置）

店 舗 及 び
事 務 所 名

住 所 電話番号
ＡＴＭ設置・
稼 働 状 況

本 店 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後２７０ ８７－４６０２ ＡＴＭ１台

八 峰 支 店 秋田県山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根６５－１ ７６－３１５１ ＡＴＭ１台

八 竜 支 店 秋田県山本郡三種町鵜川字西鵜川１１－４ ８５－４０００ ＡＴＭ１台

山 本 支 店 秋田県山本郡三種町森岳字小狭間１２５ ８３－３００１ ＡＴＭ１台

店 舗 及 び
事 務 所 名

住 所
Ａ Ｔ Ｍ
設 置 状 況

東八森診療所前 秋田県山本郡八峰町八森字中家後１－１ ＡＴＭ１台

旧 沢 目 支 店 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字カッチキ台１３－６ ＡＴＭ１台

旧 八 竜 支 店 秋田県山本郡三種町浜田字堤下８ ＡＴＭ１台

金岡野菜集出荷所前 秋田県山本郡三種町豊岡金田字金光寺４－１６ ＡＴＭ１台

（平成２９年７月現在）
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＜組合単体開示項目 農業協同組合施行規則第２０４条関係＞

＜自己資本の充実の状況に関する開示項目＞

開 示 項 目 ページ

●概況及び組織に関する事項

○業務の運営の組織
○理事及び監事の氏名及び役職
○事務所の名称及び所在地
○特定信用事業代理業者に関する事項

７７
７８
８１
７９

●主要な業務の内容

○主要な業務の内容 １７～２２

●主要な業務に関する事項

○直近の事業年度における事業の概況
○直近の５事業年度における主要な業務の状況
・経常収益（事業の区分ごとの事業収益及びその
合計）

・経常利益又は経常損失
・当期剰余金又は当期損失金
・出資金及び出資口数
・純資産額
・総資産額
・貯金等残高
・貸出金残高
・有価証券残高
・剰余金の配当の金額
・職員数
・単体自己資本比率

○直近の２事業年度における事業の状況
◇主要な業務の状況を示す指標
・事業粗収益及び事業粗利益率
・資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業
収支

・資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利
息、利回り及び総資金利ざや

・受取利息及び支払利息の増減
・総資産経常利益率及び資本経常利益率
・総資産当期純利益率及び資本当期純利益率

◇貯金に関する指標
・流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の
貯金の平均残高

・固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及びその
他の区分ごとの定期貯金の残高

◇貸出金等に関する指標
・手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の
平均残高

・固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残
高

・担保の種類別（貯金等、有価証券、動産、不動

４～９
４８
４８

４８

４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８

４９
４９

４９

４９
６３
６３
５０
５０

５０

５０

５０

５１

開 示 項 目 ページ

産その他担保物、農業信用基金協会保証、その
他保証及び信用の区分をいう。）の貸出金残高
及び債務保証見返額
・使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）
の貸出金残高
・主要な農業関係の貸出実績
・業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出
金の総額に対する割合
・貯貸率の期末値及び期中平均値
◇有価証券に関する指標
・商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、
商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区
分をいう）の平均残高
・有価証券の種類別（国債、地方債、短期社債、
社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証
券の区分をいう。次号において同じ。）の残存
期間別の残高
・有価証券の種類別の平均残高
・貯証率の期末値及び期中平均値

５１

５２
５１

６３

５５

５５

５５
６３

●業務の運営に関する事項

○リスク管理の体制
○法令遵守の体制
○苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

１２～１３
１３～１４
１５

●組合の直近の２事業年度における財産の状況

○貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は
損失金処理計算書
○貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

・破綻先債権に該当する貸出金
・延滞債権に該当する貸出金
・３か月以上延滞債権に該当する貸出金
・貸出条件緩和債権に該当する貸出金

○元本補てん契約のある信託に係る貸出金のうち破綻
先債権、延滞債権、３か月以上延滞債権及び貸出条
件緩和債権に該当するものの額ならびにその合計額
○自己資本の充実の状況
○次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時
価及び評価損益
・有価証券
・金銭の信託
・デリバティブ取引
・金融等デリバティブ取引
・有価証券店頭デリバティブ取引

○貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
○貸出金償却の額

２３～２４

５３
５３
５３
５３
５３
５３

６６～６７
５６～５７

５６～５７
５７
５７
５７
５７
５５
５５

開 示 項 目 ページ

●単体における事業年度の開示事項

○定性的開示事項
・自己資本調達手段の概要
・組合の自己資本の充実度に関する評価方法の概
要

・信用リスクに関する事項
・信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針
及び手続の概要

・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手
のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の
概要

・証券化エクスポージャーに関する事項
・オペレーショナル・リスクに関する事項
・出資その他これに類するエクスポージャーに関
するリスク管理の方針及び手続の概要

・金利リスクに関する事項

１６
１６

１２、６８
７２

７３

７３
１３
７４

７６

開 示 項 目 ページ

○定量的開示事項
・自己資本の構成に関する事項
・自己資本の充実度に関する事項
・信用リスクに関する事項
・信用リスク削減手法に関する事項
・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手
のリスクに関する事項
・証券化エクスポージャーに関する事項
・出資その他これに類するエクスポージャーに関
する事項
・金利リスクに関して組合が内部管理上使用した
金利ショックに対する損益又は経済的価値の増
減額

６４～６５
６６～６７
６８～７７
７２
７３

７３
７４～７５

７６
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Ｊ Ａ 秋 田 や ま も と
本 店／秋田県山本郡三種町鹿渡字町後２７０番地

ＴＥＬ／０１８５（８７）４６００（代） ＦＡＸ／０１８５（８７）４２００

ホームページ http://ja-a-yamamoto.jp/

本誌は農協法第５４条の３に基づいて作成したディスクロージャー（情報開示）資料です。

（発行：平成３０年８月）


